
港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○

改

正

案

現

行

目
次

（
新
設
）

第
一
章

通
則
（
第
一
条
―
第
二
十
一
条
）

第
二
章

各
則

第
一
節

釧
路
港
（
第
二
十
一
条
の
二
）

第
一
節
の
二

江
名
港
及
び
中
之
作
港
（
第
二
十
二
条
）

第
一
節
の
三

鹿
島
港
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
三
条
の
二
）

第
一
節
の
四

千
葉
港
（
第
二
十
四
条
）

第
二
節

京
浜
港
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
）

第
二
節
の
二

名
古
屋
港
（
第
二
十
九
条
の
二
・
第
二
十
九
条
の
三
）

第
二
節
の
三

四
日
市
港
（
第
二
十
九
条
の
四
・
第
二
十
九
条
の
五
）

第
三
節

阪
神
港
（
第
三
十
条
―
第
三
十
三
条
）

第
四
節

尾
道
糸
崎
港
（
第
三
十
四
条
）

第
五
節

広
島
港
（
第
三
十
五
条
）

第
六
節

関
門
港
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
一
条
）

第
七
節

高
松
港
（
第
四
十
二
条
）

第
八
節

高
知
港
（
第
四
十
三
条
）

第
九
節

博
多
港
（
第
四
十
四
条
）

第
十
節

長
崎
港
（
第
四
十
五
条
）

第
十
一
節

佐
世
保
港
（
第
四
十
六
条
）

第
十
二
節

細
島
港
（
第
四
十
七
条
・
第
四
十
八
条
）

第
十
三
節

那
覇
港
（
第
四
十
九
条
・
第
五
十
条
）

附
則

第
七
条

港
内
に
停
泊
す
る
船
舶
は
、
異
常
な
気
象
又
は
海
象
に
よ
り
、
当
該
船
舶

第
七
条

港
内
に
停
泊
す
る
船
舶
は
、
暴
風
雨
が
来
る
虞
の
あ
る
と
き
又
は
警
報
信

の
安
全
の
確
保
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
適
当
な
予
備
び
よ
う

号
を
掲
げ
た
と
き
は
、
適
当
な
予
備
び
よ
う
を
投
下
す
る
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な

を
投
下
す
る
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
汽
船
は
、
更

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
汽
船
は
、
更
に
蒸
気
の
発
生
そ
の
他
直
ち
に
運
航



に
蒸
気
の
発
生
そ
の
他
直
ち
に
運
航
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

で
き
る
よ
う
に
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

第
八
条
の
二

法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

（
新
設
）

る
航
路
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
海
上
保
安
庁
長
官
が

告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

航
路

危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

仙
台
塩
釜
港
航
路

視
程
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
総
ト
ン
数

五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

関
門
港

関
門
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

一

視
程
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
あ
る
場

合
二

早
鞆
瀬
戸
に
お
い
て
潮
流
を
さ
か
の
ぼ
つ
て
航

路
を
航
行
す
る
船
舶
が
潮
流
の
速
度
に
三
ノ
ッ
ト

を
加
え
た
速
力
（
対
水
速
力
を
い
う
。
以
下
こ
の

表
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
の

速
力
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
に
航
行
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合

関
門
第
二
航
路

視
程
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
あ
る
場
合

砂
津
航
路

戸
畑
航
路

若
松
航
路

奥
洞
海
航
路

安
瀬
航
路



第
八
条
の
三

法
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
交
通
が
著
し

第
八
条
の
二

法
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
船
舶
交
通
が
著
し

く
混
雑
す
る
特
定
港
は
、
京
浜
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
（
第
一
航
路
及
び
午

く
混
雑
す
る
特
定
港
は
、
京
浜
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
（
第
一
航
路
及
び
午

起
航
路
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
阪
神
港
（
尼
崎
西
宮
芦
屋

起
航
路
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
阪
神
港
（
尼
崎
西
宮
芦
屋

区
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
関
門
港
（
響
新
港
区
を
除
く

区
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
関
門
港
（
響
新
港
区
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
ト

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
同
項
の
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
ト

ン
数
は
、
京
浜
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
及
び
阪
神
港
に
お
い
て
は
総
ト
ン
数

ン
数
は
、
京
浜
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
及
び
阪
神
港
に
お
い
て
は
総
ト
ン
数

五
百
ト
ン
、
関
門
港
に
お
い
て
は
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
と
す
る
。

五
百
ト
ン
、
関
門
港
に
お
い
て
は
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
と
す
る
。

第
八
条
の
四

法
第
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
の
標
識
は
、

第
八
条
の
三

法
第
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
様
式
の
標
識
は
、

国
際
信
号
旗
数
字
旗
１
と
す
る
。

国
際
信
号
旗
数
字
旗
１
と
す
る
。

（
進
路
の
表
示
）

（
進
路
の
表
示
）

第
十
一
条

船
舶
は
、
港
内
又
は
港
の
境
界
付
近
を
航
行
す
る
と
き
は
、
進
路
を
他

第
十
一
条

（
新
設
）

の
船
舶
に
知
ら
せ
る
た
め
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
記
号
を
、
船
舶

自
動
識
別
装
置
の
目
的
地
に
関
す
る
情
報
と
し
て
送
信
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
て
い
な
い
場
合
及
び
船
員
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
条
の
十
六
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
作
動
さ
せ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

２

船
舶
は
、
釧
路
港
、
苫
小
牧
港
、
函
館
港
、
秋
田
船
川
港
、
鹿
島
港
、
千
葉
港

船
舶
は
、
釧
路
港
、
苫
小
牧
港
、
函
館
港
、
秋
田
船
川
港
、
鹿
島
港
、
千
葉
港

、
京
浜
港
、
新
潟
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
、
阪
神
港
、
水
島
港
、
関
門
港
、

、
京
浜
港
、
新
潟
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
、
阪
神
港
、
関
門
港
、
博
多
港
、

博
多
港
、
長
崎
港
又
は
那
覇
港
の
港
内
を
航
行
す
る
と
き
は
、
前
し
よ
う
そ
の
他

長
崎
港
又
は
那
覇
港
の
港
内
を
航
行
す
る
と
き
は
、
前
し
よ
う
そ
の
他
の
見
や
す

の
見
や
す
い
場
所
に
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
信
号
旗
を
掲
げ
て
進
路

い
場
所
に
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
信
号
旗
を
掲
げ
て
進
路
を
表
示
す

を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
船
舶
が
当
該
信
号
旗
を
有
し
な
い
場

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
船
舶
が
当
該
信
号
旗
を
有
し
な
い
場
合
又
は
夜

合
又
は
夜
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
（
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
（
法
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
私
設
信
号
の
目
的
、
方
法
及
び
内

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
私
設
信
号
の
目
的
、
方
法
及
び
内

容
並
び
に
使
用
期
間
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

容
並
び
に
使
用
期
間
を
具
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
十
六
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
準
用
す

第
十
六
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
工
事
又
は
作
業
の
目
的
、

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
工
事
又
は
作
業
の
目
的
、

方
法
、
期
間
及
び
区
域
又
は
場
所
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

方
法
、
期
間
及
び
区
域
又
は
場
所
を
具
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
船
舶
交
通
の
制
限
等
）

（
船
舶
交
通
の
制
限
等
）

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
水
路
並
び
に
法
第
三

り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
水
路
並
び
に
法
第
三

十
六
条
の
三
第
四
項
（
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含

十
六
条
の
三
第
三
項
（
法
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
信
号
所
の
位
置
並
び
に
信
号
の
方
法
及
び
意
味
は
、
別
表
第
四
の
と
お

む
。
）
の
信
号
所
の
位
置
並
び
に
信
号
の
方
法
及
び
意
味
は
、
別
表
第
四
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

（
港
長
に
よ
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
条
の
三

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路
及

（
新
設
）

び
当
該
航
路
の
周
辺
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
港
内
の
区
域
は
、
別
表
第

五
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
海
上
保
安
庁
長

（
新
設
）

官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

３

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
情
報
と
す
る
。

一

特
定
船
舶
が
第
一
項
に
規
定
す
る
航
路
及
び
特
定
港
内
の
区
域
に
お
い
て
適

用
さ
れ
る
交
通
方
法
に
従
わ
な
い
で
航
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
け
る
、
当
該
交
通
方
法
に
関
す
る
情
報

二

船
舶
の
沈
没
、
航
路
標
識
の
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
船
舶
交
通
の
障
害
で
あ

つ
て
、
特
定
船
舶
の
航
行
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も

の
の
発
生
に
関
す
る
情
報

三

特
定
船
舶
が
、
工
事
又
は
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
海
域
、
水
深
が
著
し
く
浅

い
海
域
そ
の
他
の
特
定
船
舶
が
安
全
に
航
行
す
る
こ
と
が
困
難
な
海
域
に
著
し



く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
海
域
に
関
す
る
情
報

四

他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
船
舶
で
あ
つ
て
、
そ
の
航

行
に
よ
り
特
定
船
舶
の
航
行
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

も
の
に
関
す
る
情
報

五

特
定
船
舶
が
他
の
特
定
船
舶
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
他
の
特
定
船
舶
に
関
す
る
情
報

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
船
舶
に
お
い
て
聴
取
す
る
こ
と
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
情
報

（
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場
合
）

第
二
十
条
の
四

法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
を
備
え
て
い
な
い
場
合

二

電
波
の
伝
搬
障
害
等
に
よ
り
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
困
難
な
場
合

三

他
の
船
舶
等
と
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
を
行
つ
て
い
る
場
合

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）

第
二
十
条
の
五

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
海
上
保
安

（
新
設
）

庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
）

（
法
第
三
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
）

第
二
十
条
の
六

法
第
三
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所

第
二
十
条
の
三

法
第
三
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所

は
、
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
第
百
十
八

は
、
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
第
百
十
八

条
に
規
定
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
若
し
く
は
海
上
保
安
航
空
基
地
又

条
に
規
定
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
若
し
く
は
海
上
保
安
航
空
基
地
又

は
同
令
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
海
上
保
安
署
と
す
る
。

は
同
令
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
海
上
保
安
署
と
す
る
。

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
二
十
三
条
の
二

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
（
原
油
、
液
化
石
油
ガ
ス
若

第
二
十
三
条
の
二

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船
（
原
油
、
液
化
石
油
ガ
ス

し
く
は
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
り
測
定
し
た
引
火
点
が
摂
氏
二
十
三
度
未
満

若
し
く
は
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
り
測
定
し
た
引
火
点
が
摂
氏
二
十
三
度
未



の
液
体
を
積
載
し
て
い
る
も
の
又
は
引
火
性
若
し
く
は
爆
発
性
の
蒸
気
を
発
す
る

満
の
液
体
を
積
載
し
て
い
る
も
の
又
は
引
火
性
若
し
く
は
爆
発
性
の
蒸
気
を
発
す

物
質
を
荷
卸
し
後
ガ
ス
検
定
を
行
い
、
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
お
そ
れ
の
な
い
こ

る
物
質
を
荷
卸
し
後
ガ
ス
検
定
を
行
い
、
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
お
そ
れ
の
な
い

と
を
船
長
が
確
認
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
総

こ
と
を
船
長
が
確
認
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
千

ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
鹿
島
水
路
を
航
行
し
て
鹿
島
港
に
入
航
し
、

ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
鹿
島
水
路
を
航
行
し
て
鹿
島
港
に
入
航
し
よ
う
と
す
る

又
は
鹿
島
港
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号

と
き
は
鹿
島
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
鹿
島
水
路
を
航
行
し
て
鹿

に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に

島
港
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予

あ
つ
て
は
鹿
島
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る

定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日

な
い
。

又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

前
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直

２

前
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た
と

ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
た
だ
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意)

第
二
十
四
条

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン

第
二
十
四
条

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶

）
以
上
の
船
舶
は
、
千
葉
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る

は
、
千
葉
航
路
又
は
市
原
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
れ
ぞ

と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲

れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
千
葉
航
路
又
は
市
原
航
路
を
航

げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達

行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予

す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時

定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午

な
い
。

ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上

（
新
設
）

の
船
舶
は
、
市
原
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予

定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す

る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に

港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

２

前
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た
と

直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
た
だ
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
東

２

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
東
京

京
東
航
路
又
は
東
京
西
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

東
航
路
、
東
京
西
航
路
又
は
横
浜
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ

そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
東
京
東
航
路
、
東
京
西

る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路
入
口
付

航
路
又
は
横
浜
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時

近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始

刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長

予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
鶴
見
航
路
若
し
く
は
川
崎
航
路
を
航
行
し

３

総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
鶴
見
航
路
又
は
川
崎
航
路
を
航
行
し
て
入

て
入
航
し
、
又
は
川
崎
第
一
区
及
び
横
浜
第
四
区
に
お
い
て
移
動
し
（
京
浜
運
河

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を

以
外
の
水
域
内
に
お
い
て
移
動
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
若
し
く
は
鶴
見
航
路
若

、
川
崎
第
一
区
及
び
横
浜
第
四
区
に
お
い
て
移
動
し
（
京
浜
運
河
以
外
の
水
域
内

し
く
は
川
崎
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の

に
お
い
て
移
動
す
る
と
き
を
除
く
。
）
又
は
鶴
見
航
路
若
し
く
は
川
崎
航
路
を
航

三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う

行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予

と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と

定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

し
、
移
動
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻

な
い
。

と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま

で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の

（
新
設
）

船
舶
は
、
横
浜
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定

時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る

。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港

長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
三
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

４

前
二
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た

直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
た
だ
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
二
十
九
条
の
三

総
ト
ン
数
四
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
五
千
ト
ン
）
以

第
二
十
九
条
の
三

総
ト
ン
数
四
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
五
千
ト
ン
）
以
上



上
の
船
舶
は
、
名
古
屋
港
高
潮
防
波
堤
中
央
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
五
十
九

の
船
舶
は
、
名
古
屋
港
高
潮
防
波
堤
中
央
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
五
十
九
分

分
五
十
一
秒
東
経
百
三
十
六
度
四
十
九
分
十
一
秒
）
か
ら
二
百
十
二
度
三
千
八
百

五
十
一
秒
東
経
百
三
十
六
度
四
十
九
分
十
一
秒
）
か
ら
二
百
十
二
度
三
千
八
百
十

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
二
十
三
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
東
航
路
西
側
線
屈

メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
二
十
三
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
東
航
路
西
側
線
屈
曲

曲
点
か
ら
百
二
十
三
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
の
間
の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び

点
か
ら
百
二
十
三
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
の
間
の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別

別
表
第
四
に
お
い
て
「
東
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航

表
第
四
に
お
い
て
「
東
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同

き
は
東
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
東
水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
東
水
路
入

う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開

口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航

始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日

の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
五
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、

２

総
ト
ン
数
二
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
五
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
次

次
に
掲
げ
る
水
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法

に
掲
げ
る
水
路
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
水
路
入

第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は

口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
次
に
掲
げ
る
水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と

、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
水
路
入
口
付
近
に
達
す

す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予

る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻

定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま

で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

前
二
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

３

前
二
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た

直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
二
十
九
条
の
五

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
第
一
航
路
を
航
行
し
て

第
二
十
九
条
の
五

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
第
一
航
路
を
航
行
し
て

入
航
し
、
又
は
第
一
航
路
若
し
く
は
午
起
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る

入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
第
一

と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲

航
路
又
は
午
起
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時

げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
第
一
航
路
入
口
付
近
に
達

刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長

す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午

ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直

２

前
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た
と



ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
た
だ
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
三
十
三
条

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
大
船
橋
以
西
の
木
津
川
運
河

第
三
十
三
条

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
大
船
橋
以
西
の
木
津
川
運
河

を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三

を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
木
津
川
運
河
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と

時
刻
を
、
大
船
橋
以
西
の
木
津
川
運
河
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
木
津
川
運
河
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航

運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ

正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
第
一
号
の
地
点
か
ら
第
三
号
の
地
点
ま

２

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
第
一
号
の
地
点
か
ら
第
三
号
の
地
点
ま

で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
第
四
号
の
地
点
か
ら
第
六
号
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結

で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
第
四
号
の
地
点
か
ら
第
六
号
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結

ん
だ
線
と
の
間
の
海
面
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
南
港
水
路
」

ん
だ
線
と
の
間
の
海
面
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
南
港
水
路
」

と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三

と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
南
港
水
路
入
口
付
近
に
達

十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入

す
る
予
定
時
刻
を
、
南
港
水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
南
港
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と

始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま

し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を

で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

３

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
堺
信
号
所
か
ら
三
百
一
度
二
千
五
百
四

３

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
堺
信
号
所
か
ら
三
百
一
度
二
千
五
百
四

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
十
九
度
に
引
い
た
線
以
東
の
堺
航
路
（
以
下
こ
の
項

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
十
九
度
に
引
い
た
線
以
東
の
堺
航
路
（
以
下
こ
の
項

及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
堺
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
堺
泉
北
第
二
区

及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
堺
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
堺
泉
北
第
二
区

若
し
く
は
堺
泉
北
第
三
区
に
入
航
し
、
又
は
堺
泉
北
第
二
区
若
し
く
は
堺
泉
北
第

又
は
堺
泉
北
第
三
区
に
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
堺
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る

三
区
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ

予
定
時
刻
を
、
堺
水
路
を
航
行
し
て
堺
泉
北
第
二
区
又
は
堺
泉
北
第
三
区
を
出
航

る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運

は
堺
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ

航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航

開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
浜
寺
信
号
所
か
ら
二
百
六
十
二
度
四
十

４

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
浜
寺
信
号
所
か
ら
二
百
六
十
二
度
四
十



分
二
千
七
百
五
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
八
十
一
度
に
引
い
た
線
以
東
の
浜

分
二
千
七
百
五
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
八
十
一
度
に
引
い
た
線
以
東
の
浜

寺
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
浜
寺
水
路
」
と
い
う
。
）
を

寺
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
浜
寺
水
路
」
と
い
う
。
）
を

航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第

航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
浜
寺
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻

二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す

を
、
浜
寺
水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を

る
と
き
に
あ
つ
て
は
浜
寺
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ

、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通

う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

総
ト
ン
数
四
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
神

５

総
ト
ン
数
四
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
神
戸

戸
中
央
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三

中
央
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
神
戸
中
央
航
路
入
口
付
近
に

十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入

達
す
る
予
定
時
刻
を
、
神
戸
中
央
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と

運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日

し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を

正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
各
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

６

前
各
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た

直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
航
法
）

（
特
定
航
法
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

潮
流
を
さ
か
の
ぼ
り
早
鞆
瀬
戸
を
航
行
す
る
汽
船
は
、
潮
流
の
速
度
に
三
ノ

五

潮
流
を
さ
か
の
ぼ
り
早
鞆
瀬
戸
を
航
行
す
る
汽
船
は
、
潮
流
の
速
度
を
超
え

ッ
ト
を
加
え
た
速
力
以
上
の
速
力
を
保
つ
こ
と
。

て
三
ノ
ッ
ト
以
上
の
速
度
を
保
つ
こ
と
。

六
～
十
一

（
略
）

六
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
四
十
条

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
三
千
ト
ン
）
以
上
の
船

第
四
十
条

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
三
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶

舶
は
、
関
門
橋
西
側
線
と
火
ノ
山
下
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
三
度
五
十
八
分
六

は
、
関
門
橋
西
側
線
と
火
ノ
山
下
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
三
度
五
十
八
分
六
秒

秒
東
経
百
三
十
度
五
十
七
分
四
十
一
秒
）
か
ら
百
三
十
度
に
引
い
た
線
と
の
間
の

東
経
百
三
十
度
五
十
七
分
四
十
一
秒
）
か
ら
百
三
十
度
に
引
い
た
線
と
の
間
の
関



関
門
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
早
鞆
瀬
戸
水
路
」
と
い
う

門
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
早
鞆
瀬
戸
水
路
」
と
い
う
。

。
）
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ

）
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
早
鞆
瀬
戸
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時

る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
早
鞆
瀬
戸
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る

刻
を
通
航
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
通
航
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
若
松
港
口
信
号
所
か
ら
百
八
十
四
度
三

２

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
若
松
港
口
信
号
所
か
ら
百
八
十
四
度
三

十
分
千
三
百
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
三
百
四
十
九
度
に
引
い
た
線
以
西
の

十
分
千
三
百
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
三
百
四
十
九
度
に
引
い
た
線
以
西
の

若
松
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
若
松
水
路
」
と
い
う
。
）

若
松
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
若
松
水
路
」
と
い
う
。
）

を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
若
松
水
路
若
し
く
は
奥
洞
海
航
路
を
航
行
し
て
出
航

を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
若
松
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同

刻
を
、
若
松
水
路
又
は
奥
洞
海
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
若
松
水
路

航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正

入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運

午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定

日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

３

前
二
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た

直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
四
十
三
条

総
ト
ン
数
千
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
五
百
ト
ン
）
以
上
の
船

第
四
十
三
条

総
ト
ン
数
千
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
五
百
ト
ン
）
以
上
の
船
舶

舶
は
、
高
知
港
御
畳
瀬
灯
台
（
北
緯
三
十
三
度
三
十
分
二
十
六
秒
東
経
百
三
十
三

は
、
高
知
港
御
畳
瀬
灯
台
（
北
緯
三
十
三
度
三
十
分
二
十
六
秒
東
経
百
三
十
三
度

度
三
十
三
分
三
十
四
秒
）
か
ら
九
十
度
に
引
い
た
線
以
南
の
航
路
（
以
下
こ
の
項

三
十
三
分
三
十
四
秒
）
か
ら
九
十
度
に
引
い
た
線
以
南
の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及

及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
高
知
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又

び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
高
知
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と

は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

す
る
と
き
は
高
知
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
高
知
水
路
を
航
行
し

項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
高

て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日

知
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ

又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開

。

始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直

２

前
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た
と

ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
四
十
六
条

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
金
比
羅
山
山
頂
（
百
一
メ
ー

第
四
十
六
条

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
金
比
羅
山
山
頂
（
百
一
メ
ー

ト
ル
）
か
ら
高
崎
鼻
ま
で
引
い
た
線
以
西
の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四

ト
ル
）
か
ら
高
崎
鼻
ま
で
引
い
た
線
以
西
の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四

に
お
い
て
「
佐
世
保
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ

に
お
い
て
「
佐
世
保
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き

う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第

は
佐
世
保
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
佐
世
保
水
路
を
航
行
し
て
出

三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
佐
世
保
水
路
入

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は

口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航

運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日

の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直

２

前
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た
と

ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
五
十
条

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
那
覇
水
路
を
航
行
し
て
入
航
し

第
五
十
条

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
那
覇
水
路
を
航
行
し
て
入
航
し

、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ

よ
う
と
す
る
と
き
は
那
覇
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
那
覇
水
路
を

る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て

航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航

は
那
覇
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に

予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運

ら
な
い
。

航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
事
項
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直

２

前
項
の
予
定
時
刻
を
通
報
し
た
船
舶
は
、
当
該
予
定
時
刻
に
変
更
が
あ
つ
た
と

ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

港
の
名
称

港
区

境

界

停
泊
す
べ
き

港
の
名
称

港

区

境

界

停
泊
す
べ
き

船
舶

船
舶

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

秋
田
船
川

秋
田
区

第
一
区

北
防
波
堤
、
秋
田
旧
南
防
波

各
種
船
舶
及

秋
田
船
川

秋
田
区

第
一
区

北
防
波
堤
、
同
防
波
堤
突
端
か

各
種
船
舶
及



堤
灯
台
（
北
緯
三
十
九
度
四

び
係
留
施
設

ら
同
防
波
堤
の
線
を
南
防
波
堤

び
け
い
留
施

十
五
分
三
十
五
秒
東
経
百
四

に
係
留
す
る

ま
で
延
長
し
た
線
、
南
防
波
堤

設
に
け
い
留

十
度
二
分
二
十
秒
）
か
ら
三

場
合
に
お
け

、
同
防
波
堤
東
端
か
ら
旧
南
防

す
る
場
合
に

百
二
十
二
度
三
十
分
千
四
百

る
危
険
物
を

波
堤
突
端
ま
で
引
い
た
線
、
旧

お
け
る
危
険

二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら

積
載
し
た
船

南
防
波
堤
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲

物
を
積
載
し

二
百
五
十
五
度
三
十
分
に
南

舶

ま
れ
た
海
面
並
び
に
旧
雄
物
川

た
船
舶

防
波
堤
ま
で
引
い
た
線
、
南

水
面

防
波
堤
、
同
防
波
堤
東
端
か

ら
旧
南
防
波
堤
突
端
ま
で
引

い
た
線
、
旧
南
防
波
堤
及
び

陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

並
び
に
旧
雄
物
川
水
面

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

徳
山
下
松

（
略
）

（
略
）

（
略
）

徳
山
下
松

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
区

（
略
）

各
種
船
舶
及

第
二
区

（
略
）

各
種
船
舶
及

び
危
険
物
を

び
危
険
物
を

積
載
し
た
船

積
載
し
た
船

舶
。
た
だ
し

舶
。
た
だ
し

、
危
険
物
を

、
危
険
物
を

積
載
し
た
船

積
載
し
た
船

舶
は
係
留
施

舶
は
係
留
施

設
に
係
留
す

設
に
係
留
す

る
場
合
を
除

る
場
合
を
除



き
徳
山
下
松

き
徳
山
漁
港

港
新
川
防
波

西
防
波
堤
灯

堤
灯
台
（
北

台
（
北
緯
三

緯
三
十
四
度

十
四
度
二
十

十
秒
東
経
百

五
秒
東
経
百

三
十
一
度
五

三
十
一
度
五

十
一
分
四
十

十
分
一
秒
）

二
秒
）
か
ら

か
ら
百
二
十

二
百
六
十
二

七
度
千
百
五

度
千
六
百
七

十
メ
ー
ト
ル

十
五
メ
ー
ト

の
地
点
を
中

ル
の
地
点
を

心
と
す
る
半

中
心
と
す
る

径
五
百
メ
ー

半
径
五
百
メ

ト
ル
の
円
内

ー
ト
ル
の
円

の
海
面
、
雑

内
の
海
面
、

種
船
は
沿
岸

雑
種
船
は
沿

付
近
に
限
る

岸
付
近
に
限

。

る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

関
門

（
略
）

（
略
）

（
略
）

関
門

（
略
）

（
略
）

（
略
）

長
府
区

Ｂ
線
、
関
門
航
路
北
側
線
、
部
埼
灯
台

（
略
）

長
府
区

Ｂ
線
、
関
門
航
路
北
側
線
、
部
埼
灯
台
か

（
略
）

（
北
緯
三
十
三
度
五
十
七
分
三
十
四
秒

ら
五
十
六
度
三
十
分
千
九
百
五
十
メ
ー
ト

東
経
百
三
十
一
度
一
分
二
十
三
秒
）
か

ル
の
地
点
か
ら
三
百
三
十
九
度
三
千
百
四

ら
五
十
六
度
三
十
分
千
九
百
五
十
メ
ー

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同

ト
ル
の
地
点
か
ら
三
百
三
十
九
度
三
千

地
点
か
ら
三
百
三
十
七
度
千
百
十
メ
ー
ト

百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら



線
、
同
地
点
か
ら
三
百
三
十
七
度
千
百

三
百
九
度
千
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、

ま
で
引
い
た
線
、
同
地
点
か
ら
三
百
度
に

同
地
点
か
ら
三
百
九
度
千
二
百
三
十
メ

引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
、
同
地

面

点
か
ら
三
百
度
に
引
い
た
線
及
び
陸
岸

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

小
倉
区

Ａ
線
、
関
門
航
路
南
側
線
、
台
場
鼻
潮

（
略
）

小
倉
区

Ａ
線
、
関
門
航
路
南
側
線
、
台
場
鼻
灯
台

（
略
）

流
信
号
所
（
北
緯
三
十
三
度
五
十
六
分

（
北
緯
三
十
三
度
五
十
六
分
五
十
八
秒
東

五
十
九
秒
東
経
百
三
十
度
五
十
二
分
二

経
百
三
十
度
五
十
二
分
二
十
五
秒
）
か
ら

十
五
秒
）
か
ら
百
六
十
九
度
三
十
分
三

百
六
十
九
度
三
十
分
三
千
二
百
十
メ
ー
ト

千
二
百
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
、
同

ル
の
地
点
、
同
地
点
か
ら
二
百
四
十
二
度

地
点
か
ら
二
百
四
十
二
度
二
千
八
百
二

二
千
八
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
及
び
堺

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
及
び
堺
川
口
左
岸

川
口
左
岸
突
端
を
順
次
に
結
ん
だ
線
（
以

突
端
を
順
次
に
結
ん
だ
線
（
以
下
Ｄ
線

下
Ｄ
線
と
い
う
。
）
並
び
に
陸
岸
に
よ
り

と
い
う
。
）
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま

囲
ま
れ
た
海
面
並
び
に
砂
津
川
砂
津
大
橋

れ
た
海
面
並
び
に
砂
津
川
砂
津
大
橋
、

、
紫
川
紫
川
大
橋
及
び
堺
川
西
港
橋
各
下

紫
川
紫
川
大
橋
及
び
堺
川
西
港
橋
各
下

流
の
河
川
水
面
（
航
路
を
除
く
。
）

流
の
河
川
水
面
（
航
路
を
除
く
。
）

西
山
区

Ｃ
線
、
関
門
航
路
北
側
線
、
台
場
鼻
潮

（
略
）

西
山
区

Ｃ
線
、
関
門
航
路
北
側
線
、
台
場
鼻
灯
台

（
略
）

流
信
号
所
か
ら
百
八
十
二
度
三
十
分
二

か
ら
三
百
十
度
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
三
百
十
度
四

点
ま
で
引
い
た
線
、
南
風
泊
北
防
波
堤
、

百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た

同
防
波
堤
突
端
か
ら
南
風
泊
東
防
波
堤
突

線
、
南
風
泊
北
防
波
堤
、
同
防
波
堤
突

端
ま
で
引
い
た
線
、
同
防
波
堤
及
び
陸
岸

端
か
ら
南
風
泊
東
防
波
堤
突
端
ま
で
引

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

い
た
線
、
同
防
波
堤
及
び
陸
岸
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
面



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
備
考
）

（
略
）

（
備
考
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）

港
の
名
称

航

路

の

区

域

特
定
条
件

港
の
名
称

航

路

の

区

域

特
定
条
件

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

関
門

関
門
航
路

第
一
号
の
地
点
か
ら
第
十
四
号
の
地

（
略
）

関
門

関
門
航
路

第
一
号
の
地
点
か
ら
第
十
四
号
の
地
点

（
略
）

点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
第
十

ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
第
十
五
号

五
号
の
地
点
か
ら
第
二
十
八
号
の
地

の
地
点
か
ら
第
二
十
八
号
の
地
点
ま
で

点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
の
間

を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
の
間
の
海
面

の
海
面

一
～
九
（
略
）

一
～
九
（
略
）

十

台
場
鼻
潮
流
信
号
所
か
ら
二

十

台
場
鼻
灯
台
か
ら
二
百
二
十
六

百
二
十
四
度
三
十
分
五
百
十
五

度
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

台
場
鼻
潮
流
信
号
所
か
ら

十
一

台
場
鼻
灯
台
か
ら
三
百
二
十

三
百
二
十
四
度
三
十
分
六
百
十

五
度
三
十
分
六
百
三
十
メ
ー
ト
ル

五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

十
二

六
連
島
灯
台
（
北
緯
三
十

十
二

六
連
島
灯
台
か
ら
百
二
十
九

三
度
五
十
八
分
四
十
一
秒
東
経

度
千
六
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

百
三
十
度
五
十
二
分
四
秒
）
か

ら
百
二
十
九
度
千
六
百
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点



十
三
～
二
十
八

（
略
）

十
三
～
二
十
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
二
十
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
二
十
条
関
係
）

港
の
名
称

区

域

船
舶
の
長
さ

港
の
名
称

区

域

船
舶
の
長
さ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

稚
内

稚
内
港
第
二
副
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
四
十
五
度
二

（
略
）

稚
内

稚
内
港
第
一
副
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
四
十
五
度
二

（
略
）

十
四
分
四
十
四
秒
東
経
百
四
十
一
度
四
十
分
四
十
八

十
四
分
四
十
秒
東
経
百
四
十
一
度
四
十
分
四
十
五
秒

秒
）
か
ら
二
百
七
度
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら

）
か
ら
二
百
五
十
五
度
に
引
い
た
線
以
南
の
第
一
副

二
百
五
十
五
度
に
引
い
た
線
以
南
の
第
一
副
港
並
び

港
並
び
に
北
洋
埠
頭
南
防
波
堤
、
同
防
波
堤
突
端
か

に
北
洋
埠
頭
南
防
波
堤
、
同
防
波
堤
突
端
か
ら
木
材

ら
木
材
取
扱
施
設
東
防
波
堤
突
端
ま
で
引
い
た
線
、

取
扱
施
設
東
防
波
堤
突
端
ま
で
引
い
た
線
、
同
防
波

同
防
波
堤
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

堤
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
二
十
条
の
二
関
係
）

別
表
第
四
（
第
二
十
条
の
二
関
係
）

港
の
名

水
路

信
号
所

信
号
の
方
法

信
号
の
意
味

港
の
名

水
路

信
号
所

信
号
の
方
法

信
号
の
意
味

称

の
位
置

称

の
位
置

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

鹿
島

鹿
島
水

鹿

島

信

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

鹿
島

鹿
島
水

鹿

島

信

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

路

号

所

（

色
光
一
閃

る
こ
と
。

路

号

所

（

色
光
一
閃

る
こ
と
。

北

緯

三

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船

北

緯

三

総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
出
航
船
は

十

五

度

（
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
船
舶
を

十

五

度

、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ
ば

五

十

五

除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待

五

十

五

な
ら
な
い
こ
と
。

分

四

十

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ

分

四

十

九

秒

東

し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は

九

秒

東

経

百

四

、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

経

百

四

十

度

四

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

十

度

四

総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は

十

一

分

ン
数
千
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は
、
出

十

一

分

、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

十

五

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

十

五

秒
）

秒
）

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

色
光
一
閃

る
こ
と
。

色
光
一
閃

る
こ
と
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船

総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
入
航
船
は

（
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
船
舶
を

、
水
路
外
に
お
い
て
出
航
船
の
進
路

除
く
。
）
は
、
水
路
外
に
お
い
て
、

を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け

こ
と
。

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港

長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入
航

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は

ン
数
千
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は
、
入

、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

毎
三
秒
に
順

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

毎
三
秒
に
順

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船

次
に
赤
色
光

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

次
に
赤
色
光

に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航

一
閃
及
び
白

上
の
入
航
船
は
、
水
路
外
に
お
い
て

一
閃
及
び
白

船
は
、
水
路
外
に
お
い
て
出
航
船
の



色
光
一
閃

、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な

色
光
一
閃

進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

な
い
こ
と
。

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航

上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て

船
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
未

に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

と
が
で
き
る
こ
と
。

る
こ
と
。

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

次
に
赤
色
光

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

次
に
赤
色
光

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

三
閃
及
び
白

こ
と
。

三
閃
及
び
白

こ
と
。

色
光
三
閃

色
光
三
閃

鹿

島

中

四
十
度
及
び

鹿

島

中

四
十
度
及
び

央

信

号

百
三
十
度
方

央

信

号

百
三
十
度
方

所

（

北

向
に
面
す
る

所

（

北

向
に
面
す
る

緯

三

十

信
号
板
に
よ

緯

三

十

信
号
板
に
よ

五

度

五

る
。

五

度

五

る
。

十

四

分

十

四

分

四

十

五

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

四

十

五

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

秒

東

経

点
滅

る
こ
と
。

秒

東

経

点
滅

る
こ
と
。

百

四

十

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船

百

四

十

総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
出
航
船
は

度

四

十

（
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
船
舶
を

度

四

十

、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ
ば

分

十

三

除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待

分

十

三

な
ら
な
い
こ
と
。

秒
）

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ

秒
）

し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は

、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。



長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は

ン
数
千
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は
、
出

、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

点
滅

る
こ
と
。

点
滅

る
こ
と
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船

総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
入
航
船
は

（
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
船
舶
を

、
水
路
外
に
お
い
て
出
航
船
の
進
路

除
く
。
）
は
、
水
路
外
に
お
い
て
、

を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け

こ
と
。

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港

長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入
航

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は

ン
数
千
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は
、
入

、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

Ｆ
の
文
字
の

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

Ｆ
の
文
字
の

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船

点
滅

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

点
滅

に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航

上
の
入
航
船
は
、
水
路
外
に
お
い
て

船
は
、
水
路
外
に
お
い
て
出
航
船
の

、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な

進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

な
い
こ
と
。

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航

上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て

船
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
未

に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

と
が
で
き
る
こ
と
。

る
こ
と
。



Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

点
灯

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

点
灯

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

こ
と
。

千
葉

千
葉
航

千

葉

灯

二
十
八
度
及

千
葉

千
葉
航

千

葉

灯

二
十
八
度
及

路

標

信

号

び
二
百
七
十

路

標

信

号

び
二
百
七
十

所

（

北

八
度
方
向
に

所

（

北

八
度
方
向
に

緯

三

十

面
す
る
信
号

緯

三

十

面
す
る
信
号

五

度

三

板
に
よ
る
。

五

度

三

板
に
よ
る
。

十

四

分

十

四

分

五

秒

東

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

五

秒

東

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

経

百

四

点
滅

る
こ
と
。

経

百

四

点
滅

る
こ
と
。

十

度

二

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船

十

度

二

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
出
航
船

分

四

十

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

分

四

十

は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ

四
秒
）

を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て

四
秒
）

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は
、

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

点
滅

る
こ
と
。

点
滅

る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
入
航
船

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
出
航
船
の

を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
に
お
い
て

進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な

な
い
こ
と
。



け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は
、

は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

Ｆ
の
文
字
の

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

Ｆ
の
文
字
の

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

点
滅

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

点
滅

つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航
船
は

上
の
入
航
船
は
、
航
路
外
に
お
い
て

、
航
路
外
に
お
い
て
、
出
航
船
の
進

、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

い
こ
と
。

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航
船
は

上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て

、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ
ば

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
未

つ
て
は
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

と
。

Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

点
灯

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

点
灯

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

こ
と
。

新

港

信

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

新

港

信

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

号

所

（

色
光
一
閃

る
こ
と
。

号

所

（

色
光
一
閃

る
こ
と
。

北

緯

三

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船

北

緯

三

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
出
航
船

十

五

度

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

十

五

度

は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ

三

十

五

を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て

三

十

五

ば
な
ら
な
い
こ
と
。



分

五

十

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

分

五

十

秒

東

経

だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶

秒

東

経

百

四

十

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

百

四

十

度

五

分

。

度

五

分

二
秒
）

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

二
秒
）

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は
、

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

色
光
一
閃

る
こ
と
。

色
光
一
閃

る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
入
航
船

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
出
航
船
の

を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
に
お
い
て

進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な

な
い
こ
と
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は
、

は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

毎
三
秒
に
順

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

毎
三
秒
に
順

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

次
に
赤
色
光

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

次
に
赤
色
光

つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航
船
は

一
閃
及
び
白

上
の
入
航
船
は
、
航
路
外
に
お
い
て

一
閃
及
び
白

、
航
路
外
に
お
い
て
、
出
航
船
の
進

色
光
一
閃

、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な

色
光
一
閃

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

い
こ
と
。

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航
船
は

上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て

、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ
ば

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

な
ら
な
い
こ
と
。



長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
未

つ
て
は
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

と
。

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

次
に
赤
色
光

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

次
に
赤
色
光

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

三
閃
及
び
白

こ
と
。

三
閃
及
び
白

こ
と
。

色
光
三
閃

色
光
三
閃

市
原
航

千

葉

灯

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

市
原
航

千

葉

灯

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

路

標

信

号

色
光
一
閃

る
こ
と
。

路

標

信

号

色
光
一
閃

る
こ
と
。

所

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船

所

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
出
航
船

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ

を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は
、

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

色
光
一
閃

る
こ
と
。

色
光
一
閃

る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
入
航
船

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
出
航
船
の

を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
に
お
い
て

進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な

な
い
こ
と
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、



港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は
、

は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

毎
三
秒
に
順

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船

毎
三
秒
に
順

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

次
に
赤
色
光

に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）

次
に
赤
色
光

つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航
船
は

一
閃
及
び
白

以
上
の
入
航
船
は
、
航
路
外
に
お
い

一
閃
及
び
白

、
航
路
外
に
お
い
て
、
出
航
船
の
進

色
光
一
閃

て
、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た

色
光
一
閃

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

い
こ
と
。

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）

つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航
船
は

以
上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し

、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ
ば

て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ

に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）

つ
て
は
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船

未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る

は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

と
。

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

次
に
赤
色
光

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

次
に
赤
色
光

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

三
閃
及
び
白

こ
と
。

三
閃
及
び
白

こ
と
。

色
光
三
閃

色
光
三
閃

京
浜

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

京
浜

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（

（

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（

（

（
略
）

（
略
）

（
略
）

略

略

略

略

）

）

）

）



横

西

大

黒

信

大
黒
信
号
所

横

西

大

黒

信

大
黒
信
号
所

浜

水

号

所

（

の
十
七
度
、

浜

水

号

所

（

の
十
七
度
、

航

路

北

緯

三

百
九
十
一
度

航

路

北

緯

三

百
九
十
一
度

路

（

十

五

度

及
び
二
百
七

路

（

十

五

度

及
び
二
百
七

横

二

十

八

十
一
度
方
向

横

二

十

八

十
一
度
方
向

浜

分

二

十

に
面
す
る
信

浜

分

二

十

に
面
す
る
信

外

五

秒

東

号
板
並
び
に

外

五

秒

東

号
板
並
び
に

防

経

百

三

内
港
信
号
所

防

経

百

三

内
港
信
号
所

波

十

九

度

の
二
十
五
度

波

十

九

度

の
二
十
五
度

堤

四

十

分

、
八
十
五
度

堤

四

十

分

、
八
十
五
度

南

四
秒
）

及
び
三
百
二

南

四
秒
）

及
び
三
百
二

灯

内

港

信

十
五
度
方
向

灯

内

港

信

十
五
度
方
向

台

号

所

（

に
面
す
る
信

台

号

所

（

に
面
す
る
信

か

北

緯

三

号
板
に
よ
る

か

北

緯

三

号
板
に
よ
る

ら

十

五

度

。

ら

十

五

度

。

横

二

十

六

横

二

十

六

浜

分

五

十

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

浜

分

五

十

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

外

三

秒

東

点
滅

る
こ
と
。

外

三

秒

東

点
滅

る
こ
と
。

防

経

百

三

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船

防

経

百

三

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
出
航
船

波

十

九

度

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

波

十

九

度

は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ

堤

三

十

八

を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て

堤

三

十

八

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

北

分

四

十

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

北

分

四

十

灯

三
秒
）

だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶

灯

三
秒
）

台

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

台

を

。

を

見

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

見

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船

通

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は
、

通

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

し

出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

し

。

た

た



線

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

線

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

以

点
滅

る
こ
と
。

以

点
滅

る
こ
と
。

西

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船

西

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
入
航
船

の

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

の

は
、
西
水
路
外
に
お
い
て
、
出
航
船

横

を
除
く
。
）
は
、
西
水
路
外
に
お
い

横

の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な

浜

て
、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た

浜

ら
な
い
こ
と
。

航

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し

航

路

、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、

路

）

入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

）

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は
、

は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

Ｆ
の
文
字
の

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

Ｆ
の
文
字
の

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船

点
滅

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

点
滅

に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
以
上
の
入
出

上
の
入
出
航
船
は
、
西
水
路
外
に
お

航
船
は
、
西
水
路
外
に
お
い
て
、
入

い
て
、
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て

出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
（
油
送
船

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
未

に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

と
が
で
き
る
こ
と
。

る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
及

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

Ｘ
の
文
字
及

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

び
Ｉ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

び
Ｉ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

西
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
以
上
の
入
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五

ン
以
上
の
入
出
航
船
は
、
西
水
路
外

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は

に
お
い
て
、
西
水
路
内
に
お
い
て
航

、
西
水
路
外
に
お
い
て
、
西
水
路
内

行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て



に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

だ
し
、
東
水
路
か
ら
入
航
し
よ
う
と

い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を

す
る
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で

受
け
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
入
出
航
す

き
る
こ
と
。

る
こ
と
が
で
き
、
東
水
路
か
ら
入
航

し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
入

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

西
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未

ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｉ
の
文
字
の
点

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｉ
の
文
字
の
点

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
及

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

Ｘ
の
文
字
及

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

び
Ｏ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

び
Ｏ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

西
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
以
上
の
入
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五

ン
以
上
の
入
出
航
船
は
、
西
水
路
外

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は

に
お
い
て
、
西
水
路
内
に
お
い
て
航

、
西
水
路
外
に
お
い
て
、
西
水
路
内

行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て

に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を

受
け
た
船
舶
は
、
入
出
航
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

西
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未

ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。



信
号
が
、
間
も
な
く
Ｏ
の
文
字
の
点

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｏ
の
文
字
の
点

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
及

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

Ｘ
の
文
字
及

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

び
Ｆ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

び
Ｆ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

西
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
以
上
の
入
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五

ン
以
上
の
入
出
航
船
は
、
西
水
路
外

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は

に
お
い
て
、
西
水
路
内
に
お
い
て
航

、
西
水
路
外
に
お
い
て
、
西
水
路
内

行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て

に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

だ
し
、
東
水
路
か
ら
入
航
し
よ
う
と

い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を

す
る
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で

受
け
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
入
出
航
す

き
る
こ
と
。

る
こ
と
が
で
き
、
東
水
路
か
ら
入
航

し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
入

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

西
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未

ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｆ
の
文
字
の
点

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｆ
の
文
字
の
点

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
の

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

Ｘ
の
文
字
の

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

点
滅

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

点
滅

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
入
出
航
船
は
、
西

西
水
路
外
に
あ
る
入
出
航
船
は
、
西

水
路
外
に
お
い
て
、
西
水
路
内
に
お

水
路
外
に
お
い
て
、
西
水
路
内
に
お

い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を

い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を



避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
た
だ
し
、
東
水
路
か
ら
入
航
し

と
。
た
だ
し
、
東
水
路
か
ら
入
航
し

よ
う
と
す
る
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ

よ
う
と
す
る
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｘ
の
文
字
の
点

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｘ
の
文
字
の
点

灯
に
変
わ
る
こ
と
。

灯
に
変
わ
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

点
灯

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

点
灯

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

こ
と
。

東

本

牧

信

七
十
五
度
、

東

本

牧

信

七
十
五
度
、

水

号

所

（

百
六
十
度
、

水

号

所

（

百
六
十
度
、

路

北

緯

三

二
百
七
十
度

路

北

緯

三

二
百
七
十
度

（

十

五

度

及
び
三
百
四

（

十

五

度

及
び
三
百
四

西

二

十

六

十
五
度
方
向

西

二

十

六

十
五
度
方
向

水

分

二

十

に
面
す
る
信

水

分

二

十

に
面
す
る
信

路

一

秒

東

号
板
に
よ
る

路

一

秒

東

号
板
に
よ
る

を

経

百

三

。

を

経

百

三

。

除

十

九

度

除

十

九

度

い

四

十

一

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

い

四

十

一

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き

た

分

二

十

点
滅

る
こ
と
。

た

分

二

十

点
滅

る
こ
と
。

横

二
秒
）

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船

横

二
秒
）

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
出
航
船

浜

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

浜

は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な
け
れ

航

を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て

航

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

路

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

路

）

だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶

）

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船



ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
出
航
船
は
、

は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

点
滅

る
こ
と
。

点
滅

る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
入
航
船

（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

は
、
東
水
路
外
に
お
い
て
、
出
航
船

を
除
く
。
）
は
、
東
水
路
外
に
お
い

の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な

て
、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た

ら
な
い
こ
と
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し

、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、

入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船

ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
航
船
は
、

は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

Ｆ
の
文
字
の

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

Ｆ
の
文
字
の

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン(

油
送
船
に

点
滅

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以

点
滅

あ
つ
て
は
千
ト
ン)

以
上
の
入
出
航
船

上
の
入
出
航
船
は
、
東
水
路
外
に
お

は
、
東
水
路
外
に
お
い
て
、
入
出
航

い
て
、
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て

船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に

総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン(

油
送
船
に

あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
未

あ
つ
て
は
千
ト
ン)

未
満
の
入
出
航
船

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

と
。

Ｘ
の
文
字
及

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

Ｘ
の
文
字
及

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

び
Ｉ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

び
Ｉ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

東
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト



ル
以
上
の
入
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五

ン
以
上
の
入
出
航
船
は
、
東
水
路
外

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は

に
お
い
て
、
東
水
路
内
に
お
い
て
航

、
東
水
路
外
に
お
い
て
、
東
水
路
内

行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て

に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を

受
け
た
船
舶
は
、
入
出
航
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

東
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未

ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｉ
の
文
字
の
点

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｉ
の
文
字
の
点

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
及

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

Ｘ
の
文
字
及

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

び
Ｏ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

び
Ｏ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

東
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
以
上
の
入
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五

ン
以
上
の
入
出
航
船
は
、
東
水
路
外

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は

に
お
い
て
、
東
水
路
内
に
お
い
て
航

、
東
水
路
外
に
お
い
て
、
東
水
路
内

行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て

に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

だ
し
、
西
水
路
か
ら
出
航
し
よ
う
と

い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を

す
る
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で

受
け
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
入
出
航
す

き
る
こ
と
。

る
こ
と
が
で
き
、
西
水
路
か
ら
出
航

し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
出

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

東
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト



ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未

ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｏ
の
文
字
の
点

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｏ
の
文
字
の
点

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
及

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

Ｘ
の
文
字
及

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

び
Ｆ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

び
Ｆ
の
文
字

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

の
交
互
点
滅

る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

東
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
以
上
の
入
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五

ン
以
上
の
入
出
航
船
は
、
東
水
路
外

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は

に
お
い
て
、
東
水
路
内
に
お
い
て
航

、
東
水
路
外
に
お
い
て
、
東
水
路
内

行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て

に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

だ
し
、
西
水
路
か
ら
出
航
し
よ
う
と

い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を

す
る
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で

受
け
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
入
出
航
す

き
る
こ
と
。

る
こ
と
が
で
き
、
西
水
路
か
ら
出
航

し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
出

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト

東
水
路
外
に
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト

ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未

ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｆ
の
文
字
の
点

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｆ
の
文
字
の
点

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

滅
に
変
わ
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
の

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

Ｘ
の
文
字
の

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出

点
滅

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き

点
滅

航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き



る
こ
と
。

る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
入
出
航
船
は
、
東

東
水
路
外
に
あ
る
入
出
航
船
は
、
東

水
路
外
に
お
い
て
、
東
水
路
内
に
お

水
路
外
に
お
い
て
、
東
水
路
内
に
お

い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を

い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を

避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
た
だ
し
、
西
水
路
か
ら
出
航
し

と
。
た
だ
し
、
西
水
路
か
ら
出
航
し

よ
う
と
す
る
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ

よ
う
と
す
る
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｘ
の
文
字
の
点

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｘ
の
文
字
の
点

灯
に
変
わ
る
こ
と
。

灯
に
変
わ
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の

点
灯

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

点
灯

船
舶
は
、
入
出
航
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
備
考
）

（
略
）

（
備
考
）

（
略
）

別
表
第
五
（
第
二
十
条
の
三
関
係
）

（
新
設
）

港
の

航
路

特
定
港
内
の
区
域

名
称

関
門

関
門

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
地

航
路

点
と
第
八
十
二
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

及
び

た
海
面
（
関
門
航
路
及
び
関
門
第
二
航
路
を
除
く
。
）

関
門

一

部
埼
灯
台
か
ら
五
十
六
度
三
十
分
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

第
二

二

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
四
十
七
度
四
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

航
路

三

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
六
度
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点



四

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
八
度
千
七
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
二
度
二
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

門
司
埼
灯
台
か
ら
八
十
九
度
二
千
六
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
七

門
司
埼
灯
台
か
ら
百
一
度
三
十
分
千
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
八

門
司
埼
灯
台
か
ら
九
十
一
度
七
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

門
司
埼
灯
台
か
ら
六
十
八
度
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

門
司
埼
灯
台

十
一

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
十
六
度
二
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
十
一
度
三
十
分
三
百
五
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

十
三

門
司
埼
灯
台
か
ら
百
九
十
七
度
七
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
四

門
司
埼
灯
台
か
ら
百
八
十
七
度
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

十
五

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
四
度
二
千
二
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

十
六

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
二
度
二
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

十
七

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
十
三
度
三
千
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

十
八

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
四
十
度
三
十
分
千
九
百
四
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
四
十
五
度
九
百
三
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

二
十

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
四
十
七
度
二
百
三
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

二
十
一

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
五
十
九
度
千
七
百
四

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
二

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
五
十
八
度
三
十
分
千



八
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
三

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
六
度
三
十
分
三

千
二
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
四

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
九
度
三
千
百
メ

ー
ト
ル
の
地
点

二
十
五

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
九
十
一
度
三
千
百
九

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
六

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
八
度
三
千
三
百

五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
七

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
五
度
三
十
分

二
千
七
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
八

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
度
二
千
七
百

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
九

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
度
二
千
五
百

七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
八
度
二
千
六
百

七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
一

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
六
十
四
度
二
千
六

百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
二

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
八
度
三
十
分

二
千
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
三

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
五
十
七
度
千
二
百

八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
四

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
五
度
千
六
百
メ

ー
ト
ル
の
地
点

三
十
五

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
十
二
度
千
八
百

八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
六

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
四
十
三
度
千
五

百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
七

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
三
十
一
度
百
メ
ー



ト
ル
の
地
点

三
十
八

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
三
百
四
十
九
度
六
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
九

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
五
十
四
度
三
十

分
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
三
百
一
度
千
九
百
七
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
一

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
九
十
六
度
二
千

二
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
二

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
七
十
七
度
三
千

二
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
三

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
八
十
六
度
三
十

分
三
千
六
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
四

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
三
百
五
度
二
千
七
百

二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
五

和
合
良
島
島
頂
か
ら
二
百
五
十
七
度
二
千
八
百
五
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

四
十
六

和
合
良
島
島
頂
か
ら
二
百
五
十
七
度
百
五
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

四
十
七

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
十
三
度
二
千
百
七
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
八

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
十
度
三
十
分
二
千

百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
九

六
連
島
ウ
ド
ノ
鼻
か
ら
二
百
二
十
三
度
四
百
八
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点
か
ら
百
三
十
三
度
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十

六
連
島
灯
台
か
ら
百
九
十
六
度
三
十
分
千
三
百
四
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

五
十
一

六
連
島
灯
台
か
ら
百
七
十
二
度
六
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

五
十
二

六
連
島
灯
台
か
ら
七
十
三
度
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点



五
十
三

六
連
島
灯
台
か
ら
三
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
関
門
港

の
境
界
線
と
が
交
わ
る
地
点

五
十
四

六
連
島
灯
台
か
ら
三
十
七
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
関

門
港
の
境
界
線
と
が
交
わ
る
地
点

五
十
五

六
連
島
灯
台
か
ら
七
十
六
度
千
七
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
六

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
四
十
二
度
四
千
三
百
七
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

五
十
七

竹
ノ
子
島
台
場
鼻
か
ら
三
百
十
度
三
百
七
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

五
十
八

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
六
十
八
度
千
九
百
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
九

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
八
十
九
度
二
千
七
百

二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
二
十
三
度
二
千
九
百
三

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
一

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
二
十
度
二
千
四
百
八

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
二

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
三
十
三
度
三
十
分
千

六
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
三

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
四
十
三
度
千
六
百
メ

ー
ト
ル
の
地
点

六
十
四

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
五
十
三
度
千
七
百
メ

ー
ト
ル
の
地
点

六
十
五

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
七
度
三
十
分
千
六
百
八
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
六

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
十
三
度
三
十
分
千
八
百
九

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
七

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
二
十
二
度
四
千
二
百
二
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

六
十
八

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
二
十
八
度
三
十
分
三
千
九
百
八



十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
九

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
四
十
度
三
千
四
百
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

七
十

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
三
十
八
度
三
千
二
百
五
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

七
十
一

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
三
十
七
度
二
千
八
百
四
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

七
十
二

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
三
十
九
度
二
千
三
百
六
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

七
十
三

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
四
十
四
度
二
千
メ
ー
ト
ル
の
地

点
七
十
四

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
五
十
七
度
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地

点
七
十
五

門
司
埼
灯
台
か
ら
三
百
二
十
五
度
五
百
七
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

七
十
六

門
司
埼
灯
台
か
ら
三
十
度
千
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
七

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
二
十
四
度
三
十
分
四
千
五
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

七
十
八

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
三
十
八
度
四
千
二
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

七
十
九

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
四
十
度
三
千
八
百
七
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

八
十

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
四
十
三
度
四
千
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
八
十
一

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
三
百
三
十
九
度
三
千
五
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

八
十
二

部
埼
灯
台
か
ら
五
十
六
度
三
十
分
千
九
百
五
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点





- 1 -

○
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
一
節

航
路
に
お
け
る
一
般
的
航
法
（
第
三
条
―
第
八
条
）

第
一
節

航
路
に
お
け
る
一
般
的
航
法
（
第
三
条
―
第
七
条
）

第
二
節

航
路
ご
と
の
航
法
（
第
九
条
）

第
二
節

航
路
ご
と
の
航
法
（
第
八
条
―
第
十
条
）

第
三
節

特
殊
な
船
舶
の
航
路
に
お
け
る
交
通
方
法
の
特
則
（
第
十
条
―
第
二

第
三
節

特
殊
な
船
舶
の
航
路
に
お
け
る
交
通
方
法
の
特
則
（
第
十
一
条
―
第

十
一
条
）

二
十
一
条
）

第
四
節

灯
火
等
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

第
四
節

灯
火
等
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

第
五
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置
（
第
二
十
三
条
の
二

（
新
設
）

―
第
二
十
三
条
の
四
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

附
則

附
則

（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
）

（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
法
第

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
法
第

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
許
可
を

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
許
可
を

受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十

受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十

四
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

四
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
）
を
受
け
て
工
事
又
は
作
業
を
行
つ
て
お
り
、

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
）
を
受
け
て
工
事
又
は
作
業
を
行
つ
て
お
り
、

当
該
工
事
又
は
作
業
の
性
質
上
接
近
し
て
く
る
他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と

当
該
工
事
又
は
作
業
の
性
質
上
接
近
し
て
く
る
他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と

が
容
易
で
な
い
船
舶
と
す
る
。

が
容
易
で
な
い
船
舶
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）



- 2 -

（
速
力
の
制
限
）

（
速
力
の
制
限
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

航
路
の
名
称

航
路
の
区
間

速
力

航
路
の
名
称

航
路
の
区
間

速
力
（
対
水
速
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
追
越
し
の
場
合
の
信
号
）

（
追
い
越
し
の
場
合
の
信
号
）

第
五
条

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
信
号
は
、
船
舶
が
他

第
五
条

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
信
号
は
、
船
舶
が

の
船
舶
の
右
げ
ん
側
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
汽
笛
を
用
い
た
長
音
一
回
に

他
の
船
舶
の
右
げ
ん
側
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
汽
笛
を
用
い
た
長
音
一
回

引
き
続
く
短
音
一
回
と
し
、
船
舶
が
他
の
船
舶
の
左
げ
ん
側
を
航
行
し
よ
う
と
す

に
引
き
続
く
短
音
一
回
と
し
、
船
舶
が
他
の
船
舶
の
左
げ
ん
側
を
航
行
し
よ
う
と

る
と
き
は
汽
笛
を
用
い
た
長
音
一
回
に
引
き
続
く
短
音
二
回
と
す
る
。

す
る
と
き
は
汽
笛
を
用
い
た
長
音
一
回
に
引
き
続
く
短
音
二
回
と
す
る
。

（
追
越
し
の
禁
止
）

第
五
条
の
二

法
第
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路
の
区
間
は
、
来
島

（
新
設
）

海
峡
航
路
の
う
ち
、
今
治
船
舶
通
航
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
五
分
二
十
五
秒
東

経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
十
六
秒
）
か
ら
四
十
六
度
へ
引
い
た
線
と
津
島
船
舶
通

航
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
九
分
七
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
三
十
秒
）
か

ら
二
百
八
度
へ
引
い
た
線
と
の
間
の
区
間
と
す
る
。

２

法
第
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
海
上
交
通
安
全
法
施
行

（
新
設
）

令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す

る
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
当
該
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
に
航

路
を
著
し
く
遅
い
速
力
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
、
順
潮
の
場
合
に
そ
の
速
力
に
潮

流
の
速
度
を
加
え
た
速
度
が
四
ノ
ッ
ト
未
満
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
及
び
逆
潮
の

場
合
に
そ
の
速
力
か
ら
潮
流
の
速
度
を
減
じ
た
速
度
が
四
ノ
ッ
ト
未
満
で
航
行
し

て
い
る
船
舶
と
す
る
。
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（
進
路
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置
）

（
行
先
の
表
示
）

第
六
条

法
第
七
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
信
号
に
よ
る
表
示
を
行

第
六
条

（
新
設
）

う
場
合
に
あ
つ
て
は
総
ト
ン
数
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
と
し
、
次
項
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
て
い
な
い
船
舶
及
び
船

員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
条
の
十
六
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
作
動
さ
せ
て
い
な
い
船
舶
と
す
る
。

２

法
第
七
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
船
舶
自
動
識
別
装
置
に
よ
り

（
新
設
）

目
的
地
に
関
す
る
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
信
号
に
よ
る
表
示
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
行
先
の
表
示
は
、
汽
笛
を
備
え
て
い
な
い
船
舶
及
び

船
舶
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
規
定
す
る
信
号
の
方
法
に
よ
り
行
わ

総
ト
ン
数
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
以
外
の
船
舶
で
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
規
定
す
る
信
号
の
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
当
該
航
路
を
航
行
す
る
間
、
仕
向
港
に
関
す

（
新
設
）

る
情
報
そ
の
他
の
進
路
を
知
ら
せ
る
た
め
に
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
、
海
上
保
安

庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
記
号
に
よ
り
、
船
舶
自
動
識
別
装
置
の
目
的
地
に
関
す

る
情
報
と
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
路
外
で
の
待
機
の
指
示
）

第
八
条

法
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路

（
新
設
）

ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

航
路
の
名
称

危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

浦
賀
水
道
航

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
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路

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で

中
ノ
瀬
航
路

、
巨
大
船
、
総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
（
積
載
し
て
い
る
危
険
物
が

液
化
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
は
、
総
ト
ン
数
二
万
五
千
ト
ン
）
以

上
の
危
険
物
積
載
船
（
以
下
こ
の
表
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て

「
特
別
危
険
物
積
載
船
」
と
い
う
。
）
又
は
船
舶
、
い
か
だ
そ

の
他
の
物
件
を
引
き
、
若
し
く
は
押
し
て
航
行
す
る
船
舶
で
あ

つ
て
、
当
該
引
き
船
の
船
首
か
ら
当
該
物
件
の
後
端
ま
で
若
し

く
は
当
該
押
し
船
の
船
尾
か
ら
当
該
物
件
の
先
端
ま
で
の
距
離

が
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
以
下
こ
の
表
及
び
第
十
五
条

に
お
い
て
「
長
大
物
件
え
い
航
船
等
」
と
い
う
。
）
が
航
路
を

航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト

ル
以
上
の
船
舶
、
総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

伊
良
湖
水
道

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

航
路

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で

、
巨
大
船
、
特
別
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等

が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
巨
大
船
、
総
ト
ン
数

一
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等

が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

明
石
海
峡
航

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

路

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で

、
巨
大
船
、
特
別
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等

が
航
路
を
航
行
す
る
場
合
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二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト

ル
以
上
の
船
舶
、
危
険
物
積
載
船
又
は
船
舶
、
い
か
だ
そ
の
他

の
物
件
を
引
き
、
若
し
く
は
押
し
て
航
行
す
る
船
舶
で
あ
つ
て

、
当
該
引
き
船
の
船
首
か
ら
当
該
物
件
の
後
端
ま
で
若
し
く
は

当
該
押
し
船
の
船
尾
か
ら
当
該
物
件
の
先
端
ま
で
の
距
離
が
百

六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
船
舶
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

備
讃
瀬
戸
東

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

航
路

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で

宇
高
東
航
路

、
巨
大
船
、
特
別
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等

宇
高
西
航
路

が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

備
讃
瀬
戸
北

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト

航
路

ル
以
上
の
船
舶
、
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等

備
讃
瀬
戸
南

が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

航
路

水
島
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で

、
巨
大
船
、
特
別
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等

が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト

ル
以
上
の
船
舶
、
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等

が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

来
島
海
峡
航

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

路

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で

、
巨
大
船
、
特
別
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
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が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト

ル
以
上
の
船
舶
、
危
険
物
積
載
船
又
は
船
舶
、
い
か
だ
そ
の
他

の
物
件
を
引
き
、
若
し
く
は
押
し
て
航
行
す
る
船
舶
で
あ
つ
て

、
当
該
引
き
船
の
船
首
か
ら
当
該
物
件
の
後
端
ま
で
若
し
く
は

当
該
押
し
船
の
船
尾
か
ら
当
該
物
件
の
先
端
ま
で
の
距
離
が
百

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
船
舶
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

三

潮
流
を
さ
か
の
ぼ
つ
て
航
路
を
航
行
す
る
船
舶
が
潮
流
の
速

度
に
四
ノ
ッ
ト
を
加
え
た
速
力
以
上
の
速
力
を
保
つ
こ
と
が
で

き
ず
に
航
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
伊
良
湖
水
道
航
路
内
に
お
い
て
巨
大
船
と
長
さ

（
新
設
）

百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
と
が
行
き
会
う
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
場
合
及
び
水
島
航
路
内
に
お
い
て
巨
大
船
と
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
と
が
行
き
会
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、

法
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に

、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
と
と
も
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
信
号
の
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
欄
に
掲
げ
る
信
号
の
意
味
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

航
路

信
号
の
方
法

信
号
の
意
味

の
名

称

信
号
所
の
名

昼
間

夜
間

称
及
び
位
置
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伊
良

伊
良
湖
水
道

百
五
十
三
度
及
び
二
百

湖
水

航
路
管
制
信

九
十
三
度
方
向
に
面
す

道
航

号
所
（
北
緯

る
信
号
板
に
よ
る
。

路

三
十
四
度
三

十
四
分
五
十

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

伊
良
湖
水
道
航
路
を
南
東
の
方
向

秒
東
経
百
三

に
航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三

十
七
度
一
分

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大

）

船
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
で
待

機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

伊
良
湖
水
道
航
路
を
北
西
の
方
向

に
航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大

船
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
で
待

機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

Ｎ
の
文
字
及
び
Ｓ
の
文

伊
良
湖
水
道
航
路
を
航
行
し
よ
う

字
の
交
互
点
滅

と
す
る
長
さ
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以

上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）

は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

水
島

水
島
航
路
西

百
二
十
度
、
百
八
十
度

航
路

ノ
埼
管
制
信

及
び
二
百
九
十
度
方
向

号
所
（
北
緯

に
面
す
る
信
号
板
に
よ

三
十
四
度
二

る
。

十
六
分
九
秒
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東
経
百
三
十

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し

三
度
四
十
七

よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル

分
十
二
秒
）

以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し

よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル

以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

水
島
航
路
三

五
十
五
度
及
び
百
十
五

ツ
子
島
管
制

度
方
向
に
面
す
る
信
号

信
号
所
（
北

板
並
び
に
二
百
二
十
五

緯
三
十
四
度

度
及
び
三
百
度
方
向
に

二
十
二
分
十

面
す
る
信
号
板
に
よ
る

九
秒
東
経
百

。

三
十
三
度
四

十
九
分
二
十

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し

三
秒
及
び
北

よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル

緯
三
十
四
度

以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。

二
十
二
分
十

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

八
秒
東
経
百

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

三
十
三
度
四

十
九
分
二
十

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し

一
秒
）

よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
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以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
信
号
装
置
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
前
項
の
信

（
新
設
）

号
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
の
信
号
の
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
意
味
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

航
路

信
号
の
方
法

信
号
の
意
味

の
名

称

海
上
保
安
庁

昼
間

夜
間

の
船
舶
が
信

号
を
行
う
位

置

伊
良

神
島
灯
台
（

縦
に
上
か

発

光

信

号

伊
良
湖
水
道
航
路
を
南
東
の
方
向

湖
水

北
緯
三
十
四

ら
国
際
信

に

よ

る

モ

に
航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三

道
航

度
三
十
二
分

号
旗
の
第

ー

ル

ス

符

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大

路

五
十
五
秒
東

一
代
表
旗

号

の

Ｒ

Ｚ

船
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
で
待

経
百
三
十
六

一

旒

及

Ｓ
の
信
号

機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

度
五
十
九
分

び
Ｌ
旗
一

十
一
秒
）
か

旒
り
ゆ
う

ら
三
百
四
十

度
三
千
五
百

四
十
メ
ー
ト
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ル
の
地
点
付

近伊
良
湖
岬
灯

縦
に
上
か

発

光

信

号

伊
良
湖
水
道
航
路
を
北
西
の
方
向

台
（
北
緯
三

ら
国
際
信

に

よ

る

モ

に
航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三

十
四
度
三
十

号
旗
の
第

ー

ル

ス

符

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大

四
分
四
十
六

二
代
表
旗

号

の

Ｒ

Ｚ

船
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
で
待

秒
東
経
百
三

一

旒

及

Ｎ
の
信
号

機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

十
七
度
五
十

び
Ｌ
旗
一

八
秒
）
か
ら

旒
り
ゆ
う

百
六
十
度
三

千
五
百
メ
ー

ト
ル
の
地
点

付
近

神
島
灯
台
か

縦
に
上
か

発

光

信

号

伊
良
湖
水
道
航
路
を
航
行
し
よ
う

ら
三
百
四
十

ら
国
際
信

に

よ

る

モ

と
す
る
長
さ
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以

度
三
千
五
百

号
旗
の
第

ー

ル

ス

符

上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）

四
十
メ
ー
ト

三
代
表
旗

号

の

Ｒ

Ｚ

は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば

ル
の
地
点
付

一

旒

及

Ｓ

Ｎ

の

信

な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

近
及
び
伊
良

び
Ｌ
旗
一

号

湖
岬
灯
台
か

旒
り
ゆ
う

ら
百
六
十
度

三
千
五
百
メ

ー
ト
ル
の
地

点
付
近
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水
島

太
濃
地
島
三

縦
に
上
か

発

光

信

号

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し

航
路

角
点
（
北
緯

ら
国
際
信

に

よ

る

モ

よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル

三
十
四
度
二

号
旗
の
第

ー

ル

ス

符

以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。

十
六
分
五
十

一
代
表
旗

号

の

Ｒ

Ｚ

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

二
秒
東
経
百

一

旒

及

Ｓ
の
信
号

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

三
十
三
度
四

び
Ｌ
旗
一

十
五
分
十
二

旒
り
ゆ
う

秒
）
か
ら
九

十
七
度
千
四

縦
に
上
か

発

光

信

号

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し

百
メ
ー
ト
ル

ら
国
際
信

に

よ

る

モ

よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点
付
近

号
旗
の
第

ー

ル

ス

符

以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。

二
代
表
旗

号

の

Ｒ

Ｚ

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

一

旒

及

Ｎ
の
信
号

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

び
Ｌ
旗
一

旒
り
ゆ
う

鍋
島
灯
台
（

縦
に
上
か

発

光

信

号

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し

北
緯
三
十
四

ら
国
際
信

に

よ

る

モ

よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル

度
二
十
二
分

号
旗
の
第

ー

ル

ス

符

以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。

五
十
七
秒
東

一
代
表
旗

号

の

Ｒ

Ｚ

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

経
百
三
十
三

一

旒

及

Ｓ
の
信
号

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

度
四
十
九
分

び
Ｌ
旗
一

二
十
五
秒
）

旒
り
ゆ
う

か
ら
二
百
三

十
度
千
五
百

縦
に
上
か

発

光

信

号

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し

メ
ー
ト
ル
の

ら
国
際
信

に

よ

る

モ

よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル

地
点
付
近

号
旗
の
第

ー

ル

ス

符

以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
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二
代
表
旗

号

の

Ｒ

Ｚ

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

一

旒

及

Ｎ
の
信
号

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

び
Ｌ
旗
一

旒
り
ゆ
う

備
考

天
候
の
状
況
等
に
よ
り
夜
間
の
信
号
を
昼
間
用
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
伊
良
湖
水
道
航
路
）

（
削
除
）

第
八
条

法
第
十
四
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
長
さ
は
、
百
三
十
メ
ー

ト
ル
と
す
る
。

（
削
除
）

２

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
信
号
に
よ
つ
て
行
う
場
合
の
信
号

の
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

信
号
の
方
法

信
号
の
意
味

信
号
所
の
名
称

昼
間

夜
間

及
び
位
置

伊
良
湖
水
道
航

百
五
十
三
度
及
び
二
百

路
管
制
信
号
所

九
十
三
度
方
向
に
面
す

（
北
緯
三
十
四

る
信
号
板
に
よ
る
。

度
三
十
四
分
五

十
秒
東
経
百
三

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

伊
良
湖
水
道
航
路
を
南
東
の
方
向
に

十
七
度
一
分
）

航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三
十
メ

ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
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く
。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

伊
良
湖
水
道
航
路
を
北
西
の
方
向
に

航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三
十
メ

ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除

く
。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

Ｎ
の
文
字
及
び
Ｓ
の
文

伊
良
湖
水
道
航
路
を
航
行
し
よ
う
と

字
の
交
互
点
滅

す
る
長
さ
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の

船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、
航

路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

（
削
除
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
信
号
装
置
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
前
項
の
信

号
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
の
信
号
の
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

信
号
の
方
法

信
号
の
意
味

海
上
保
安
庁
の

昼
間

夜
間

船
舶
が
信
号
を

行
う
位
置

神
島
灯
台
（
北

縦

に

上

か

発

光

信

号

伊
良
湖
水
道
航
路
を
南
東
の
方
向
に
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緯
三
十
四
度
三

ら

国

際

信

に

よ

る

モ

航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三
十
メ

十
二
分
五
十
五

号

旗

の

第

ー

ル

ス

符

ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除

秒
東
経
百
三
十

一

代

表

旗

号

の

Ｒ

Ｚ

く
。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け

六
度
五
十
九
分

一

旒

及
び

Ｓ
の
信
号

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

十
一
秒
）
か
ら

Ｌ
旗
一

旒
り
ゆ
う

三
百
四
十
度
三

千
五
百
四
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

付
近

伊
良
湖
岬
灯
台

縦

に

上

か

発

光

信

号

伊
良
湖
水
道
航
路
を
北
西
の
方
向
に

（
北
緯
三
十
四

ら

国

際

信

に

よ

る

モ

航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三
十
メ

度
三
十
四
分
四

号

旗

の

第

ー

ル

ス

符

ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除

十
六
秒
東
経
百

二

代

表

旗

号

の

Ｒ

Ｚ

く
。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け

三
十
七
度
五
十

一

旒

及
び

Ｎ
の
信
号

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

八
秒
）
か
ら
百

Ｌ
旗
一

旒
り
ゆ
う

六
十
度
三
千
五

百
メ
ー
ト
ル
の

地
点
付
近

神
島
灯
台
か
ら

縦

に

上

か

発

光

信

号

伊
良
湖
水
道
航
路
を
航
行
し
よ
う
と

三
百
四
十
度
三

ら

国

際

信

に

よ

る

モ

す
る
長
さ
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の

千
五
百
四
十
メ

号

旗

の

第

ー

ル

ス

符

船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、
航

ー
ト
ル
の
地
点

三

代

表

旗

号

の

Ｒ

Ｚ

路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

付
近
及
び
伊
良

一

旒

及
び

Ｓ

Ｎ

の

信

こ
と
。

り
ゆ
う

湖
岬
灯
台
か
ら

Ｌ
旗
一

旒

号

り
ゆ
う

百
六
十
度
三
千
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五
百
メ
ー
ト
ル

の
地
点
付
近

備
考

天
候
の
状
況
等
に
よ
り
夜
間
の
信
号
を
昼
間
用
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
水
島
航
路
）

（
削
除
）

第
九
条

法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
三
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
長
さ
は
、
七
十
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
削
除
）

２

法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

指
示
を
信
号
に
よ
つ
て
行
う
場
合
の
信
号
の
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

と
お
り
と
し
、
そ
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。

信
号
の
方
法

信
号
の
意
味

信
号
所
の
名
称

昼
間

夜
間

及
び
位
置

水
島
航
路
西
ノ

百
二
十
度
、
百
八
十
度

埼
管
制
信
号
所

及
び
二
百
九
十
度
方
向

（
北
緯
三
十
四

に
面
す
る
信
号
板
に
よ

度
二
十
六
分
九

る
。

秒
東
経
百
三
十

三
度
四
十
七
分

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し
よ

十
二
秒
）

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、
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航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し
よ

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

水
島
航
路
三
ツ

五
十
五
度
及
び
百
十
五

子
島
管
制
信
号

度
方
向
に
面
す
る
信
号

所
（
北
緯
三
十

板
並
び
に
二
百
二
十
五

四
度
二
十
二
分

度
及
び
三
百
度
方
向
に

十
九
秒
東
経
百

面
す
る
信
号
板
に
よ
る

三
十
三
度
四
十

。

九
分
二
十
三
秒

及
び
北
緯
三
十

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し
よ

四
度
二
十
二
分

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

十
八
秒
東
経
百

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

三
十
三
度
四
十

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

九
分
二
十
一
秒

い
こ
と
。

）

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し
よ

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。
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（
削
除
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
信
号
装
置
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
前
項
の
信

号
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
の
信
号
の
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

信
号
の
方
法

信
号
の
意
味

海
上
保
安
庁
の

昼
間

夜
間

船
舶
が
信
号
を

行
う
位
置

太
濃
地
島
三
角

縦

に

上

か

発

光

信

号

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し
よ

点
（
北
緯
三
十

ら

国

際

信

に

よ

る

モ

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

四
度
二
十
六
分

号

旗

の

第

ー

ル

ス

符

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

五
十
二
秒
東
経

一

代

表

旗

号

の

Ｒ

Ｚ

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

百
三
十
三
度
四

一

旒

及
び

Ｓ
の
信
号

い
こ
と
。

り
ゆ
う

十
五
分
十
二
秒

Ｌ
旗
一

旒
り
ゆ
う

）
か
ら
九
十
七

度
千
四
百
メ
ー

縦

に

上

か

発

光

信

号

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し
よ

ト
ル
の
地
点
付

ら

国

際

信

に

よ

る

モ

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

近

号

旗

の

第

ー

ル

ス

符

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

二

代

表

旗

号

の

Ｒ

Ｚ

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一

旒

及
び

Ｎ
の
信
号

い
こ
と
。

り
ゆ
う

Ｌ
旗
一

旒
り
ゆ
う

鍋
島
灯
台
（
北

縦

に

上

か

発

光

信

号

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し
よ
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緯
三
十
四
度
二

ら

国

際

信

に

よ

る

モ

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

十
二
分
五
十
七

号

旗

の

第

ー

ル

ス

符

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

秒
東
経
百
三
十

一

代

表

旗

号

の

Ｒ

Ｚ

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

三
度
四
十
九
分

一

旒

及
び

Ｓ
の
信
号

い
こ
と
。

り
ゆ
う

二
十
五
秒
）
か

Ｌ
旗
一

旒
り
ゆ
う

ら
二
百
三
十
度

千
五
百
メ
ー
ト

縦

に

上

か

発

光

信

号

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し
よ

ル
の
地
点
付
近

ら

国

際

信

に

よ

る

モ

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

号

旗

の

第

ー

ル

ス

符

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

二

代

表

旗

号

の

Ｒ

Ｚ

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一

旒

及
び

Ｎ
の
信
号

い
こ
と
。

り
ゆ
う

Ｌ
旗
一

旒
り
ゆ
う

備
考

天
候
の
状
況
等
に
よ
り
夜
間
の
信
号
を
昼
間
用
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
来
島
海
峡
航
路
）

（
来
島
海
峡
航
路
）

第
九
条

法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
速
力
は
、
潮
流

第
十
条

（
新
設
）

の
速
度
に
四
ノ
ッ
ト
を
加
え
た
速
力
と
す
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
海
上
保
安
庁
長
官
が
示
す
流
向
は
、
来
島

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
海
上
保
安
庁
長
官
が
示
す
流
向
は
、
来
島

長
瀬
ノ
鼻
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
六
分
三
十
五
秒
東
経
百
三
十
三
度
二
分

長
瀬
ノ
鼻
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
六
分
三
十
五
秒
東
経
百
三
十
三
度
二
分

一
秒
）
、
中
渡
島
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
五
秒
東
経
百
三
十
三
度
六

一
秒
）
、
中
渡
島
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
五
秒
東
経
百
三
十
三
度
六

秒
）
、
大
浜
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
五
分
二
十
四
秒
東
経
百
三
十
二
度
五

秒
）
、
大
浜
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
五
分
二
十
四
秒
東
経
百
三
十
二
度
五

十
九
分
二
十
九
秒
）
、
津
島
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
九
分
三
秒
東
経
百
三

十
九
分
二
十
九
秒
）
、
津
島
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
九
分
三
秒
東
経
百
三

十
二
度
五
十
九
分
二
十
九
秒
）
又
は
来
島
大
角
鼻
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度

十
二
度
五
十
九
分
二
十
九
秒
）
又
は
来
島
大
角
鼻
潮
流
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度

八
分
二
十
六
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
六
分
二
十
八
秒
）
の
示
す
潮
流
信
号
に
よ

八
分
二
十
六
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
六
分
二
十
八
秒
）
の
示
す
潮
流
信
号
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。
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３

法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
来
島
海
峡
航
路
に
お
い
て
転
流

（
新
設
）

す
る
時
刻
の
一
時
間
前
か
ら
転
流
す
る
時
刻
ま
で
の
間
に
同
航
路
を
航
行
し
よ
う

と
す
る
船
舶
が
次
の
各
号
に
定
め
る
線
を
横
切
つ
た
後
直
ち
に
、
海
上
保
安
庁
長

官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

梶
島
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
二
十
一
秒
東
経
百
三
十
三
度
九
分
三
十

一
秒
）
か
ら
三
百
二
十
五
度
二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
三
百
二
十
五
度

に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

二

梶
島
三
角
点
か
ら
二
百
十
八
度
三
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
十
八

度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

三

比
岐
島
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
三
分
三
十
秒
東
経
百
三
十
三
度
五
分
五
十
四

秒
）
か
ら
二
百
十
八
度
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
十
八
度
に
陸
岸
ま

で
引
い
た
線

四

大
浜
潮
流
信
号
所
か
ら
百
二
十
度
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
二
十
度
四

千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
及
び
同
地
点
か
ら
百
八
十
九
度

に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

五

小
島
東
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
四
十
四
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
九
分

二
秒
）
か
ら
百
九
十
九
度
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
九
十
九
度
に
陸

岸
ま
で
引
い
た
線

六

小
島
東
灯
標
と
大
角
鼻
（
北
緯
三
十
四
度
八
分
三
十
四
秒
東
経
百
三
十
二
度

五
十
六
分
三
十
一
秒
）
と
を
結
ん
だ
線

七

大
角
鼻
か
ら
二
百
五
十
度
四
千
三
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

及
び
同
地
点
か
ら
二
百
五
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

八

来
島
梶
取
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
六
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
三
分

三
十
三
秒
）
か
ら
二
百
七
十
二
度
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
七
十
二
度

に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

九

斎
島
東
端
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
十
六
秒
東
経
百
三
十
二
度
四
十
八
分
二
秒



- 20 -

）
か
ら
〇
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

十

ア
ゴ
ノ
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
十
分
五
十
七
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
五

分
五
十
六
秒
）
か
ら
二
百
五
十
五
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

十
一

ア
ゴ
ノ
鼻
灯
台
か
ら
七
十
五
度
三
千
九
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引

い
た
線
及
び
同
地
点
か
ら
百
五
十
九
度
三
十
分
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

十
二

津
島
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
百
四
十
一
度
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百

四
十
一
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

４

法
第
二
十
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項
と
す
る
。

一

船
舶
の
名
称

二

海
上
保
安
庁
と
の
連
絡
手
段

三

航
行
す
る
速
力

四

航
路
外
か
ら
航
路
に
入
ろ
う
と
す
る
時
刻

５

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
信
号

２

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
な
う
信

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
信
号
と
す
る
。

号
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
信
号
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

６

（
略
）

３

（
略
）

第
三
節

特
殊
な
船
舶
の
航
路
に
お
け
る
交
通
方
法
の
特
則

第
三
節

特
殊
な
船
舶
の
航
路
に
お
け
る
交
通
方
法
の
特
則

（
巨
大
船
に
準
じ
て
航
行
に
関
す
る
通
報
を
行
う
船
舶
）

第
十
条

法
第
二
十
二
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
長
さ
は
、
次
の
表
の

（
新
設
）

上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

航
路
の
名
称

長
さ

浦
賀
水
道
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル
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中
ノ
瀬
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

伊
良
湖
水
道
航
路

百
三
十
メ
ー
ト
ル

明
石
海
峡
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
東
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

宇
高
東
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

宇
高
西
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
北
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
南
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

水
島
航
路

七
十
メ
ー
ト
ル

来
島
海
峡
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

（
危
険
物
積
載
船
）

（
危
険
物
積
載
船
）

第
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の

第
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
当
該
危
険
物
に
係
る
同
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
当
該
危
険
物
に
係
る
同
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
総
ト
ン
数
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

め
る
総
ト
ン
数
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
積
載
し
て
い
た
総
ト
ン
数
千

３

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
積
載
し
て
い
た
総
ト
ン
数
千

ト
ン
以
上
の
船
舶
で
当
該
危
険
物
を
荷
卸
し
後
ガ
ス
検
定
を
行
い
、
火
災
又
は
爆

ト
ン
以
上
の
船
舶
で
当
該
危
険
物
を
荷
卸
し
後
ガ
ス
検
定
を
行
な
い
、
火
災
又
は

発
の
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
船
長
が
確
認
し
て
い
な
い
も
の
は
、
法
の
適
用
に
つ

爆
発
の
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
船
長
が
確
認
し
て
い
な
い
も
の
は
、
法
の
適
用
に

い
て
は
、
そ
の
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
危
険
物
積
載
船
と
み
な
す
。

つ
い
て
は
、
そ
の
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
危
険
物
積
載
船
と
み
な
す
。

（
物
件
え
い
航
船
等
）

（
長
大
物
件
え
い
航
船
等
）

第
十
二
条

法
第
二
十
二
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
距
離
は
、
次
の
表

第
十
二
条

法
第
二
十
二
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
距
離
は
、
二
百
メ

の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

ー
ト
ル
と
す
る
。

航
路
の
名
称

距
離

浦
賀
水
道
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

中
ノ
瀬
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

伊
良
湖
水
道
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

明
石
海
峡
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
東
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

宇
高
東
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

宇
高
西
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
北
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル
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備
讃
瀬
戸
南
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

水
島
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

来
島
海
峡
航
路

百
メ
ー
ト
ル

（
巨
大
船
等
の
航
行
に
関
す
る
通
報
事
項
）

（
巨
大
船
等
の
航
行
に
関
す
る
通
報
事
項
）

第
十
三
条

法
第
二
十
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

第
十
三
条

法
第
二
十
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

一

船
舶
の
名
称
、
総
ト
ン
数
及
び
長
さ

一

船
舶
の
名
称
及
び
総
ト
ン
数

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

船
舶
局
の
な
い
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
海
上
保
安
庁
と
の
連
絡
手
段

四

船
舶
局
の
な
い
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
海
上
保
安
庁
と
の
連
絡
方
法

五

（
略
）

五

（
略
）

六

巨
大
船
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
喫
水

六

巨
大
船
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
長
さ
及
び
喫
水

七

危
険
物
積
載
船
に
あ
つ
て
は
、
積
載
し
て
い
る
危
険
物
（
第
十
一
条
第
一
項

七

危
険
物
積
載
船
に
あ
つ
て
は
、
積
載
し
て
い
る
危
険
物
（
第
十
一
条
各
号
に

各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の
数

掲
げ
る
危
険
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の
数
量

量
八

物
件
え
い
航
船
等
（
法
第
二
十
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
船
舶
を
い
う
。
以
下

八

長
大
物
件
え
い
航
船
等
（
法
第
二
十
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
船
舶
を
い
う
。

同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
引
き
船
の
船
首
か
ら
当
該
引
き
船
の
引
く
物
件
の
後

以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
引
き
船
の
船
首
か
ら
当
該
引
き
船
の
引
く
物
件

端
ま
で
又
は
押
し
船
の
船
尾
か
ら
当
該
押
し
船
の
押
す
物
件
の
先
端
ま
で
の
距

の
後
端
ま
で
又
は
押
し
船
の
船
尾
か
ら
当
該
押
し
船
の
押
す
物
件
の
先
端
ま
で

離
及
び
当
該
物
件
の
概
要

の
距
離
及
び
当
該
物
件
の
概
要

（
巨
大
船
等
の
航
行
に
関
す
る
通
報
の
方
法
）

（
巨
大
船
等
の
航
行
に
関
す
る
通
報
の
方
法
）

第
十
四
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
船
長
は
、
航
路
外
か
ら
航
路
に
入
ろ
う
と

第
十
四
条

巨
大
船
、
積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ
ス
で
あ
る
総
ト
ン
数
二
万

す
る
日
（
以
下
「
航
路
入
航
予
定
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
正
午
ま
で
に
、
前
条

五
千
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
の
船
長
は
、
航
路
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第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
巨
大
船
で
あ
る
船
舶
に
あ
つ
て
は

外
か
ら
航
路
に
入
ろ
う
と
す
る
日
（
以
下
「
航
路
入
航
予
定
日
」
と
い
う
。
）
の

同
条
第
六
号
、
危
険
物
積
載
船
で
あ
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
同
条
第
七
号
、
物
件
え

前
日
正
午
ま
で
に
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
巨
大
船

い
航
船
等
で
あ
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
報
し
な
け

で
あ
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
同
条
第
六
号
、
危
険
物
積
載
船
で
あ
る
船
舶
に
あ
つ
て

れ
ば
な
ら
ず
、
航
路
入
航
予
定
時
刻
の
三
時
間
前
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
通
報

は
同
条
第
七
号
、
長
大
物
件
え
い
航
船
等
で
あ
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
同
条
第
八
号

し
た
事
項
に
関
し
変
更
が
あ
つ
た
と
き
に
は
、
当
該
航
路
入
航
予
定
時
刻
の
三
時

に
掲
げ
る
事
項
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
航
路
入
航
予
定
時
刻
の
三
時
間
前

間
前
に
そ
の
旨
を
通
報
し
、
以
後
そ
の
通
報
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は

ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
通
報
し
た
事
項
に
関
し
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該

、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

航
路
入
航
予
定
時
刻
の
三
時
間
前
に
そ
の
旨
を
通
報
し
、
以
後
そ
の
通
報
し
た
事

一

巨
大
船

項
に
関
し
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

二

法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
船
舶
（
水
島
航
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る

な
い
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
百
六
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）

三

積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ
ス
で
あ
る
総
ト
ン
数
二
万
五
千
ト
ン
以
上

の
危
険
物
積
載
船

四

物
件
え
い
航
船
等

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
船
長
は
、
航
路
入
航
予
定
時
刻
の
三
時
間
前
ま
で

２

危
険
物
積
載
船
（
巨
大
船
で
あ
る
船
舶
、
積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ
ス

に
前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
危
険
物
積
載
船
で
あ
る
船

で
あ
る
総
ト
ン
数
二
万
五
千
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船
で
あ
る
船
舶
又
は
長
大

舶
に
あ
つ
て
は
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

物
件
え
い
航
船
等
で
あ
る
船
舶
を
除
く
。
）
の
船
長
は
、
航
路
入
航
予
定
時
刻
の

通
報
し
た
事
項
に
関
し
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
通
報
し
な

三
時
間
前
ま
で
に
前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
通
報
し
た
事
項
に
関
し
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は

一

法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
船
舶
（
水
島
航
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る

、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
百
六
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
に
限
る
。
）

二

危
険
物
積
載
船
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
を
除
く
。
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
巨
大
船
等
に
対
す
る
指
示
）

（
巨
大
船
等
に
対
す
る
指
示
）

第
十
五
条

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
巨
大
船
等
の
運
航
に
関
し
指
示
す
る
こ

第
十
五
条

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
巨
大
船
等
の
運
航
に
関
し
指
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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（
削
除
）

三

視
界
が
制
限
さ
れ
る
状
態
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
航
路
の
航
行
の
制
限
に
関

す
る
事
項

三
～
六

（
略
）

四
～
七

（
略
）

七

特
別
危
険
物
積
載
船
に
あ
つ
て
は
、
消
防
設
備
を
備
え
て
い
る
船
舶
の
配
備

八

危
険
物
積
載
船
で
総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
（
積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ

ス
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
二
万
五
千
ト
ン
）
以
上
の
も
の
に
あ

つ
て
は
、
消
防
設
備
を
備
え
て
い
る
船
舶
の
配
備

八
・
九

（
略
）

九
・
十

（
略
）

２

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
前
項
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を

２

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
前
項
第
六
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を

指
示
す
る
場
合
に
お
け
る
指
示
の
内
容
に
関
し
、
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す

指
示
す
る
場
合
に
お
け
る
指
示
の
内
容
に
関
し
、
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
の
指
定
の
申
請
）

（
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
の
指
定
の
申
請
）

第
十
六
条

令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式

第
十
六
条

海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
。
以
下
「
令

に
よ
る
申
請
書
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
（
以
下

」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様

こ
の
節
に
お
い
て
「
所
轄
本
部
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

式
に
よ
る
申
請
書
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
（
以

。

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
所
轄
本
部
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
五
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置

（
新
設
）

（
海
上
保
安
庁
長
官
に
よ
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
域

（
新
設
）

は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
と

す
る
。

２

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
海
上
保
安
庁
長

（
新
設
）

官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
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る
。

３

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
情
報
と
す
る
。

一

特
定
船
舶
が
航
路
及
び
第
一
項
に
規
定
す
る
海
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
交

通
方
法
に
従
わ
な
い
で
航
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け

る
、
当
該
交
通
方
法
に
関
す
る
情
報

二

船
舶
の
沈
没
、
航
路
標
識
の
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
船
舶
交
通
の
障
害
で
あ

つ
て
、
特
定
船
舶
の
航
行
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も

の
の
発
生
に
関
す
る
情
報

三

特
定
船
舶
が
、
工
事
又
は
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
海
域
、
水
深
が
著
し
く
浅

い
海
域
そ
の
他
の
特
定
船
舶
が
安
全
に
航
行
す
る
こ
と
が
困
難
な
海
域
に
著
し

く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
海
域
に
関
す
る
情
報

四

他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
船
舶
で
あ
つ
て
、
そ
の
航

行
に
よ
り
特
定
船
舶
の
航
行
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

も
の
に
関
す
る
情
報

五

特
定
船
舶
が
他
の
特
定
船
舶
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
他
の
特
定
船
舶
に
関
す
る
情
報

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
船
舶
に
お
い
て
聴
取
す
る
こ
と
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
情
報

（
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場
合
）

第
二
十
三
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合

（
新
設
）

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
を
備
え
て
い
な
い
場
合

二

電
波
の
伝
搬
障
害
等
に
よ
り
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
困
難
な
場
合

三

他
の
船
舶
等
と
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
を
行
つ
て
い
る
場
合
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（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）

第
二
十
三
条
の
四

法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
海
上
保

（
新
設
）

安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
航
路
等
を
示
す
航
路
標
識
の
設
置
）

（
航
路
等
を
示
す
航
路
標
識
の
設
置
）

第
三
十
条

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
航
路
標
識
を
設
置
す
る
場
合
は
、
次
に

第
三
十
条

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
航
路
標
識
を
設
置
す
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
船
舶
交
通
の
安
全
を
図
る
た
め
適
切
な
位
置
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
船
舶
交
通
の
安
全
を
図
る
た
め
適
切
な
位
置
に

設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
五
条
、
法
第
六
条
の
二
及
び
法
第
九
条
の
航
路
の
区
間
に
あ
つ
て
は
、

四

法
第
五
条
及
び
第
九
条
の
航
路
の
区
間
に
あ
つ
て
は
、
当
該
区
間
の
境
界
線

当
該
区
間
の
境
界
線
又
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
。

又
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
二
条

法
第
十
条
の
二
、
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
法
第
二
十
二

第
三
十
二
条

法
第
十
四
条
第
三
項
（
法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

条
、
法
第
二
十
三
条
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
並
び
に
法
第
二
十
九
条
の
三

合
を
含
む
。
）
、
法
第
二
十
二
条
及
び
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
権
限
は
、
当
該
航
路
の

庁
長
官
の
権
限
は
、
当
該
航
路
の
所
在
す
る
海
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本

所
在
す
る
海
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
。

部
長
に
行
わ
せ
る
。

２

法
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項

２

法
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
か

か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
権

ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
権
限
は

限
は
、
当
該
行
為
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る

、
当
該
行
為
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
。

。
３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

管
区
海
上
保
安
本
部
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る

５

管
区
海
上
保
安
本
部
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る

海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
、
海
上
保
安
航
空
基
地
又
は
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
、
海
上
保
安
航
空
基
地
又
は
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

の
長
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

の
長
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
削
除
）

一

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

伊
勢
湾
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
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（
削
除
）

二

法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
権
限

備
讃
瀬
戸
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

一

法
第
十
条
の
二
、
法
第
二
十
二
条
、
法
第
二
十
三
条
、
法
第
二
十
九
条
の
二

三

法
第
二
十
二
条
及
び
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

第
一
項
並
び
に
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

二

法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

来
島
海
峡
海
上
交

（
新
設
）

通
セ
ン
タ
ー

三

（
略
）

四

（
略
）

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）

船
舶

信
号
の
方
法

船
舶

信
号
の
方
法

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

１

こ
の
表
に
お
い
て
第
一
代
表
旗
、
第
二
代
表
旗
、
Ｎ
旗
、
Ｓ
旗
、
Ｐ
旗
及
び
Ｃ

１

こ
の
表
に
お
い
て
第
一
代
表
旗
、
第
二
代
表
旗
、
Ｓ
旗
、
Ｐ
旗
及
び
Ｃ
旗
は
、

旗
は
、
国
際
信
号
旗
と
す
る
。

国
際
信
号
旗
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
三
（
第
二
十
三
条
の
二
関
係
）

（
新
設
）

航
路
の
名
称

海
域

浦
賀
水
道
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
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中
ノ
瀬
航
路

掲
げ
る
地
点
と
第
十
三
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

木
更
津
港
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
十
五
度
二
十

二
分
三
十
七
秒
東
経
百
三
十
九
度
五
十
一
分
四
十
秒

）
か
ら
四
十
九
度
四
千
八
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

か
ら
二
百
九
十
度
八
千
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

前
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
二
百
三
十
二
度
四
千
五

百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

前
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
二
百
一
度
二
千
五
百
メ

ー
ト
ル
の
地
点

四

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
十
三
度
三
千
七
百
九
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

五

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
三
百
十
四
度
百
三
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

六

観
音
埼
灯
台
か
ら
八
十
九
度
三
千
九
百
メ
ー
ト
ル

の
地
点

七

浜
金
谷
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
五
度
十
分
十

五
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
八
分
五
十
八
秒
）
か
ら

二
百
七
十
度
二
千
四
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

浜
金
谷
港
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
七
十
度
九
千
七

百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
海
獺
島
灯
台
（
北
緯
三

十
五
度
十
二
分
四
十
三
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
四

分
七
秒
）
を
見
通
し
七
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

観
音
埼
灯
台
か
ら
九
十
度
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

横
須
賀
市
夏
島
町
北
端
（
北
緯
三
十
五
度
十
九

分
四
十
九
秒
東
経
百
三
十
九
度
三
十
八
分
二
十
七
秒
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）
か
ら
六
十
四
度
二
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

か
ら
四
十
六
度
三
十
分
千
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
十
二

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
二
百
十
九
度
六
千
メ

ー
ト
ル
の
地
点

十
三

東
京
灯
標
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
三
分
五
十
八

秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
九
分
四
十
一
秒
）
か
ら
二

十
五
度
三
十
分
九
千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か

ら
百
九
十
九
度
五
千
三
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か

ら
百
九
十
度
一
万
六
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二

百
三
十
三
度
九
千
三
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

伊
良
湖
水
道
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に

掲
げ
る
地
点
と
第
十
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

神
島
灯
台
か
ら
百
五
十
四
度
に
引
い
た
線
と
大
山

三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
三
十
六
分
七
秒
東
経
百
三

十
七
度
八
分
四
十
七
秒
）
か
ら
石
鏡
灯
台
（
北
緯
三

十
四
度
二
十
六
分
四
十
秒
東
経
百
三
十
六
度
五
十
五

分
二
十
五
秒
）
ま
で
引
い
た
線
と
が
交
わ
る
地
点

二

神
島
灯
台
か
ら
九
十
五
度
二
千
二
百
メ
ー
ト
ル
の

地
点

三

神
島
灯
台
か
ら
三
百
四
十
六
度
三
十
分
二
千
五
百

六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

神
島
灯
台
か
ら
三
百
度
三
十
分
四
千
七
百
六
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

五

神
島
灯
台
か
ら
三
百
二
十
一
度
三
十
分
六
千
五
百
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六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
三
百
七
度
三
十
分
六
千
百
七

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
三
百
二
十
八
度
三
十
分
四
千

四
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
二
百
七
十
六
度
三
十
分
二
千

二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
百
六
十
七
度
三
十
分
二
千
五

百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
百
二
十
度
三
十
分
四
千
六
百

八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
百
三
十
六
度
三
十
分
に
引

い
た
線
と
大
山
三
角
点
か
ら
石
鏡
灯
台
ま
で
引
い
た

線
と
が
交
わ
る
地
点

明
石
海
峡
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に

掲
げ
る
地
点
と
第
十
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

平
磯
灯
標
か
ら
百
五
十
一
度
七
千
メ
ー
ト
ル
の
地

点
二

平
磯
灯
標
か
ら
百
九
十
度
六
千
二
百
三
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

三

平
磯
灯
標
か
ら
二
百
十
五
度
三
千
六
百
五
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

四

江
埼
灯
台
か
ら
五
十
度
千
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

五

江
埼
灯
台
か
ら
三
百
二
十
八
度
三
十
分
九
百
八
十
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メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

江
埼
灯
台
か
ら
二
百
四
十
度
七
千
二
百
二
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

七

江
埼
灯
台
か
ら
二
百
九
十
一
度
六
千
七
百
メ
ー
ト

ル
の
地
点

八

江
埼
灯
台
か
ら
三
十
度
三
千
三
百
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

九

平
磯
灯
標
か
ら
二
百
十
五
度
千
七
百
五
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

十

平
磯
灯
標
か
ら
九
十
度
三
千
三
百
八
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

備
讃
瀬
戸
東
航
路

第
一
号
か
ら
第
八
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次

宇
高
東
航
路

に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
八
十
四

宇
高
西
航
路

号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

備
讃
瀬
戸
北
航
路

域
の
う
ち
第
八
十
五
号
か
ら
第
八
十
八
号
ま
で
に
掲
げ

備
讃
瀬
戸
南
航
路

る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
八
十
五
号
に
掲
げ

水
島
航
路

る
地
点
と
第
八
十
八
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
並
び
に
第
八
十
九
号
か
ら
第
九

十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

第
八
十
九
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
九
十
四
号
に
掲
げ
る

地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
以
外
の
海

域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

地
蔵
埼
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
四
分
五
十
七

秒
東
経
百
三
十
四
度
十
四
分
七
秒
）
か
ら
百
八
十
度

三
十
分
三
千
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
五
分
十
八
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秒
東
経
百
三
十
四
度
七
分
四
十
九
秒
）
か
ら
百
二
十

四
度
三
十
分
千
二
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
か
ら
六
十
一
度
二
百
八
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

四

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
か
ら
二
百
七
十
八
度
三
十
分
四
百

メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
か
ら
二
百
六
十
三
度
三
十
分
千
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

男
木
島
灯
台
か
ら
百
十
七
度
千
八
百
五
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

七

男
木
島
灯
台
か
ら
六
十
八
度
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地

点
八

男
木
島
灯
台
か
ら
三
百
五
十
七
度
三
十
分
二
百
七

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

男
木
島
灯
台
か
ら
二
百
四
十
五
度
四
千
四
百
七
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

俎
石
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
六
分
五
十
秒
東

経
百
三
十
三
度
五
十
八
分
九
秒
）
か
ら
百
四
十
九
度

三
十
分
四
千
四
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

俎
石
灯
標
か
ら
百
五
十
四
度
三
十
分
五
千
四
百

二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

小
槌
島
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
三
分
四
十

七
秒
東
経
百
三
十
三
度
五
十
五
分
二
十
二
秒
）
か
ら

百
度
三
十
分
五
千
五
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
三

小
槌
島
灯
台
か
ら
七
十
四
度
千
九
百
二
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

十
四

小
槌
島
灯
台
か
ら
六
十
七
度
三
十
分
千
九
百
四
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十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
五

小
槌
島
灯
台
か
ら
六
十
四
度
千
四
百
二
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

十
六

小
槌
島
灯
台
か
ら
二
百
五
十
一
度
二
千
九
百
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
七

小
槌
島
灯
台
か
ら
二
百
三
十
九
度
三
十
分
四
千

メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
八

小
瀬
居
島
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
二
分
二

十
六
秒
東
経
百
三
十
三
度
五
十
一
分
七
秒
）
か
ら
百

四
十
三
度
七
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九

小
瀬
居
島
灯
台
か
ら
三
十
七
度
二
百
三
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

二
十

小
瀬
居
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
六
度
三
十
分
百

九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
一

鍋
島
灯
台
か
ら
百
七
十
度
三
十
分
二
千
六
百

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
二

鍋
島
灯
台
か
ら
百
八
十
四
度
三
十
分
二
千
八

百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
三

鍋
島
灯
台
か
ら
百
九
十
二
度
三
十
分
四
千
百

七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
四

牛
島
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
二
分
東
経

百
三
十
三
度
四
十
六
分
四
十
七
秒
）
か
ら
百
八
十
四

度
三
十
分
三
千
九
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
五

二
面
島
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
十
八
分
五
秒

東
経
百
三
十
三
度
三
十
七
分
十
九
秒
）
か
ら
九
十
五

度
三
十
分
七
千
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
六

二
面
島
灯
台
か
ら
百
四
度
三
十
分
六
千
百
五
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十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
七

二
面
島
灯
台
か
ら
百
九
十
一
度
千
五
百
四
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
八

二
面
島
灯
台
か
ら
二
百
十
四
度
三
十
分
四
百

九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
九

二
面
島
灯
台
か
ら
九
十
五
度
三
十
分
四
千
二

百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十

高
見
港
南
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
十
八

分
二
十
九
秒
東
経
百
三
十
三
度
四
十
分
五
十
七
秒
）

か
ら
七
十
度
三
十
分
八
百
九
十
メ
ー
ト
ル

三
十
一

高
見
港
南
防
波
堤
灯
台
か
ら
六
十
七
度
三
十

分
千
五
百
三
十
メ
ー
ト
ル

三
十
二

板
持
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
十
九
分
三
十

二
秒
東
経
百
三
十
三
度
三
十
九
分
四
十
七
秒
）
か
ら

六
十
四
度
千
七
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
三

板
持
鼻
灯
台
か
ら
六
十
九
度
三
十
分
五
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

三
十
四

二
面
島
灯
台
か
ら
五
十
一
度
二
千
六
百
二
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
五

二
面
島
灯
台
か
ら
五
度
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

三
十
六

二
面
島
灯
台
か
ら
三
百
四
十
二
度
三
十
分
千

五
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
七

板
持
鼻
灯
台
か
ら
三
十
二
度
二
千
三
百
五
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
八

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
七
十
九
度
千
七
百
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点



- 36 -

三
十
九

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
七
十
九
度
千
四
百
七
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十

牛
島
灯
標
か
ら
三
百
五
度
千
六
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

四
十
一

牛
島
灯
標
か
ら
三
百
九
度
千
百
二
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

四
十
二

牛
島
灯
標
か
ら
三
十
四
度
三
十
分
二
千
六
百

六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
三

向
笠
島
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
四
分

二
十
二
秒
東
経
百
三
十
三
度
四
十
七
分
二
秒
）
か
ら

百
六
度
六
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
四

太
濃
地
島
三
角
点
か
ら
百
三
十
九
度
三
千
六

百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
五

下
津
井
港
一
文
字
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三

十
四
度
二
十
六
分
十
七
秒
東
経
百
三
十
三
度
四
十
七

分
三
十
秒
）
か
ら
二
百
三
十
三
度
千
九
百
四
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

四
十
六

六
口
島
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
五
分
五

十
四
秒
東
経
百
三
十
三
度
四
十
五
分
三
十
八
秒
）
か

ら
百
四
度
三
十
分
九
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
七

六
口
島
灯
標
か
ら
三
百
五
十
度
三
十
分
千
二

百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
八

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
二
百
七
十
七
度
三

十
分
九
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
九

三
百
山
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
六
分

五
十
八
秒
東
経
百
三
十
三
度
四
十
六
分
五
十
秒
）
か

ら
二
百
二
十
六
度
千
三
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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五
十

三
百
山
三
角
点
か
ら
二
百
二
十
六
度
千
百
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

五
十
一

下
津
井
港
一
文
字
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
九

十
七
度
千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
二

下
津
井
港
一
文
字
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
七

十
七
度
三
十
分
二
千
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
三

下
津
井
港
一
文
字
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
六

十
七
度
三
十
分
三
千
四
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
四

鍋
島
灯
台
か
ら
二
百
九
十
五
度
三
十
分
千
六

百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
五

鍋
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
八
度
三
十
分
八
百

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
六

鍋
島
灯
台
か
ら
二
百
七
十
三
度
八
百
メ
ー
ト

ル
の
地
点

五
十
七

鍋
島
灯
台
か
ら
百
五
十
九
度
百
二
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

五
十
八

鍋
島
灯
台
か
ら
九
十
五
度
三
十
分
二
百
五
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
九

鍋
島
灯
台
か
ら
四
十
七
度
三
十
分
二
百
五
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十

小
瀬
居
島
灯
台
か
ら
三
百
十
六
度
三
十
分
二
千

四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
一

小
瀬
居
島
灯
台
か
ら
三
百
二
十
四
度
二
千
七

百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
二

小
槌
島
灯
台
か
ら
三
百
五
十
一
度
二
千
七
百

八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
三

小
槌
島
灯
台
か
ら
三
百
五
十
五
度
二
千
百
三



- 38 -

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
四

小
槌
島
灯
台
か
ら
九
度
二
千
三
百
七
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

六
十
五

小
槌
島
灯
台
か
ら
二
度
三
十
分
二
千
九
百
七

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
六

小
槌
島
灯
台
か
ら
七
度
三
十
分
三
千
百
メ
ー

ト
ル
の
地
点

六
十
七

小
槌
島
灯
台
か
ら
二
十
度
三
十
分
三
千
四
百

九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
八

小
槌
島
灯
台
か
ら
十
一
度
四
千
九
百
メ
ー
ト

ル
の
地
点

六
十
九

俎
石
灯
標
か
ら
五
十
八
度
六
百
七
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

七
十

俎
石
灯
標
か
ら
七
十
七
度
三
十
分
六
百
八
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

七
十
一

俎
石
灯
標
か
ら
七
十
七
度
三
十
分
八
百
五
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
二

俎
石
灯
標
か
ら
百
二
十
九
度
三
十
分
二
千
百

二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
三

俎
石
灯
標
か
ら
百
九
度
三
十
分
三
千
百
五
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
四

俎
石
灯
標
か
ら
百
十
一
度
三
千
六
百
五
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

七
十
五

男
木
島
灯
台
か
ら
二
百
七
十
二
度
四
千
六
百

メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
六

男
木
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
度
四
千
二
百
メ

ー
ト
ル
の
地
点
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七
十
七

男
木
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
三
度
四
千
三
百

三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
八

男
木
島
灯
台
か
ら
三
百
五
十
二
度
三
千
二
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
九

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
か
ら
二
十
三
度
三
十
分
三
千

二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
二
百
八
十
度
六
百
二
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

八
十
一

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
二
百
十
三
度
三
十
分
七
百

メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
二

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
百
六
十
九
度
六
百
四
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

八
十
三

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
百
二
十
九
度
七
百
メ
ー
ト

ル
の
地
点

八
十
四

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
百
二
十
一
度
千
五
百
メ
ー

ト
ル
の
地
点

八
十
五

鍋
島
灯
台
か
ら
百
七
十
三
度
九
百
八
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

八
十
六

鍋
島
灯
台
か
ら
百
七
十
七
度
千
百
七
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

八
十
七

鍋
島
灯
台
か
ら
百
九
十
二
度
千
百
八
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

八
十
八

鍋
島
灯
台
か
ら
二
百
二
度
九
百
メ
ー
ト
ル
の

地
点

八
十
九

牛
島
灯
標
か
ら
八
十
五
度
三
十
分
八
百
三
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十

牛
島
灯
標
か
ら
百
二
十
五
度
千
三
百
五
十
メ
ー
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ト
ル
の
地
点

九
十
一

牛
島
灯
標
か
ら
百
六
十
七
度
千
四
百
二
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

九
十
二

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
四
度
三
十
分
千
四
百
五

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十
三

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
四
十
一
度
千
二
百
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

九
十
四

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
九
十
七
度
八
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

来
島
海
峡
航
路

第
一
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次

に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
三
十
二

号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

域
の
う
ち
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ

る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
三
十
三
号
に
掲
げ

る
地
点
と
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
二

号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
三

十
八
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
四
十
二
号
に
掲
げ
る
地
点

と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
並
び
に
第
四
十

三
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に

結
ん
だ
線
及
び
第
四
十
三
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
四
十

九
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

海
域
以
外
の
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

燧
灘
沖
ノ
瀬
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
六
分
十
九
秒

東
経
百
三
十
三
度
六
分
二
十
一
秒
）
か
ら
六
十
五
度

五
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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二

燧
灘
沖
ノ
瀬
灯
標
か
ら
六
十
三
度
四
千
三
百
六
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

燧
灘
沖
ノ
瀬
灯
標
か
ら
八
十
度
三
十
分
三
千
九
百

五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

比
岐
島
灯
台
か
ら
三
十
九
度
三
十
分
千
五
百
メ
ー

ト
ル
の
地
点

五

比
岐
島
灯
台
か
ら
三
百
十
四
度
三
十
分
千
六
百
九

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

比
岐
島
灯
台
か
ら
二
百
五
十
四
度
三
十
分
千
百
二

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

比
岐
島
灯
台
か
ら
二
百
十
五
度
六
百
七
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

八

比
岐
島
灯
台
か
ら
二
百
十
七
度
千
九
百
二
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

九

竜
神
島
灯
台
か
ら
百
六
十
九
度
三
十
分
四
千
二
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

小
島
東
灯
標
か
ら
百
七
十
六
度
三
十
分
二
千
六
百

九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

小
島
東
灯
標
か
ら
百
八
十
度
三
十
分
二
千
三
百

九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

小
島
東
灯
標
か
ら
百
八
十
度
三
十
分
二
千
三
百

二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
三

小
島
東
灯
標
か
ら
百
八
十
三
度
三
十
分
二
千
百

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
四

小
島
東
灯
標
か
ら
百
九
十
七
度
千
四
百
二
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

十
五

小
島
東
灯
標
か
ら
六
十
四
度
三
十
分
二
百
五
十
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メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
六

桴
磯
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
八
分
四
十
四
秒
東

経
百
三
十
二
度
五
十
六
分
五
秒
）
か
ら
百
十
六
度
七

百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
七

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
二
百
七
十
二
度
二
千
六

百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
八

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
二
百
七
十
二
度
七
千
七

百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
二
百
七
十
五
度
三
十
分

八
千
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
三
百
十
二
度
六
千
二
百

五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
一

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
三
百
三
十
度
五
千
二

百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
二

桴
磯
灯
標
か
ら
三
百
二
十
八
度
二
千
九
百
九

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
三

桴
磯
灯
標
か
ら
十
八
度
二
千
九
百
四
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

二
十
四

小
島
東
灯
標
か
ら
四
度
三
十
分
二
千
二
百
八

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
五

小
島
東
灯
標
か
ら
四
度
三
十
分
二
千
二
百
五

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
六

小
島
東
灯
標
か
ら
十
二
度
二
千
百
四
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

二
十
七

小
島
東
灯
標
か
ら
七
十
九
度
二
千
九
百
六
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
八

小
島
東
灯
標
か
ら
八
十
四
度
二
千
七
百
六
十



- 43 -

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
九

竜
神
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
二
度
千
四
百
四

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十

竜
神
島
灯
台
か
ら
百
九
十
八
度
六
百
六
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

三
十
一

竜
神
島
灯
台
か
ら
百
十
六
度
八
百
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

三
十
二

燧
灘
沖
ノ
瀬
灯
標
か
ら
二
十
一
度
三
十
分
六

千
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
三

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
五
秒

東
経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
四
十
六
秒
）
か
ら
六
十

度
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
四

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
七
十
度
三
十
分
千
五
百

七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
五

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
八
十
四
度
三
十
分
千
四

百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
六

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
七
十
四
度
七
百
七
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

三
十
七

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
四
十
一
度
千
二
百
五
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
八

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
八
十
四
度
三
十
分
八
百

八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
九

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
九
十
五
度
八
百
八
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

四
十

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
百
十
一
度
七
百
五
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

四
十
一

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
九
十
八
度
四
百
五
十
メ



- 44 -

ー
ト
ル
の
地
点

四
十
二

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
七
十
七
度
五
百
三
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

四
十
三

馬
島
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
七
秒
東

経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
三
十
八
秒
）
か
ら
三
百
五

十
四
度
六
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
四

馬
島
三
角
点
か
ら
三
十
四
度
四
百
六
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

四
十
五

馬
島
三
角
点
か
ら
百
六
十
六
度
八
百
メ
ー
ト

ル
の
地
点

四
十
六

ウ
ズ
鼻
灯
台
か
ら
百
八
十
度
百
四
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

四
十
七

ウ
ズ
鼻
灯
台
か
ら
二
百
十
七
度
百
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

四
十
八

馬
島
三
角
点
か
ら
二
百
七
十
度
五
百
二
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

四
十
九

馬
島
三
角
点
か
ら
三
百
二
十
四
度
五
百
六
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点



○
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
航
行
指
導
室
及
び
交
通
管
理
室
並
び
に
航
行
安
全
企
画
官
）

（
航
行
指
導
室
及
び
交
通
管
理
室
並
び
に
航
行
安
全
企
画
官
）

第
五
十
三
条
の
二

（
略
）

第
五
十
三
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

船
舶
通
航
信
号
所
の
運
用
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
船
舶
交
通
に
関
す
る
情
報
に

（
新
設
）

基
づ
い
て
行
う
港
則
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
三
十
七

条
第
三
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
制
限
等
及
び
同
法
第
三
十
七
条
第
四
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

三

港
則
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用

二

港
則
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
信
号
、
同
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
信
号
に
関
す
る
こ
と
。

（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
通
報
、
同
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法

第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

四

海
上
交
通
安
全
法
第
十
条
の
二
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
規

三

海
上
交
通
安
全
法
第
十
四
条
第
三
項
（
同
法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準

定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
並
び
に
同
法

報
、
同
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
二

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
に
関
す
る
こ
と
。

五
・
六

（
略
）

四
・
五

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

別
表
第
十
五
（
本
部
の
事
務
所
の
所
掌
事
務
）
（
第
百
二
十
一
条
関
係
）

別
表
第
十
五
（
本
部
の
事
務
所
の
所
掌
事
務
）
（
第
百
二
十
一
条
関
係
）



本
部
の
事
務

所
掌
事
務

本
部
の
事
務

所
掌
事
務

所

所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

海
上
交
通
セ

一
・
二

（
略
）

海
上
交
通
セ

一
・
二

（
略
）

ン
タ
ー

三

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
第
一
号
の
船
舶
通
航
信

ン
タ
ー

三

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
港
則
法
（
昭
和
二
十
三

号
所
の
運
用
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
船
舶
交
通
に
関
す
る
情
報

年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
い
て
行
う
港
則
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指

に
よ
る
交
通
整
理
の
た
め
に
行
う
信
号
に
関
す
る
事
務

示
、
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
等
及
び

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
事
務

四

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
港
則
法
第
三
十
六
条
の

四

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
海
上
交
通
安
全
法
（
昭

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
信
号
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
十
四
条
第
三
項
（
同
法

る
通
報
の
受
理
、
同
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

規
定
に
よ
る
巨
大
船
以
外
の
他
の
船
舶
に
対
す
る
指
示
に
関

に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

す
る
事
務

に
関
す
る
事
務

五

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
海
上
交
通
安
全
法
第
十

五

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
海
上
交
通
安
全
法
第
二

条
の
二
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
巨
大
船
等
の
航
行
に
関
す
る
通
報
の

る
指
示
、
同
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定

受
理
及
び
同
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
巨
大
船
等
に
対

に
よ
る
通
報
の
受
理
、
同
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

す
る
指
示
に
関
す
る
事
務

定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
勧
告
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

の
徴
収
に
関
す
る
事
務

六
～
十

（
略
）

六
～
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



○
船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
九
号
表

属
具
表
（
非
自
航
船
以
外
の
船
舶
に
対
す
る
も
の
）
（
第
百
四
十
六
条

第
九
号
表

属
具
表
（
非
自
航
船
以
外
の
船
舶
に
対
す
る
も
の
）
（
第
百
四
十
六
条

の
三
関
係
）

の
三
関
係
）

属
具
名
称

数
量

摘
要

属
具
名
称

数
量

摘
要

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

総
ト
ン
数
一
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
海
上
交
通
安
全
法
第
七

七

総
ト
ン
数
一
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
海
上
交
通
安
全
法
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
信
号
に
よ
る
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

条
の
規
定
に
よ
り
信
号
に
よ
り
行
先
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

る
海
域
を
航
行
す
る
も
の
に
は
、
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十

さ
れ
る
海
域
を
航
行
す
る
も
の
に
は
、
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和

八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
海
域
に
お
い

四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
海
域
に
お
い
て

て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
国
際
信
号
旗
を
備
え
付
け
な

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
国
際
信
号
旗
を
備
え
付
け
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
国
際
信

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
国
際
信
号

号
旗
（
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
兼

旗
（
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
兼
用

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
～
十
四

（
略
）

八
～
十
四

（
略
）

第
九
号
表
の
二

属
具
表
（
非
自
航
船
に
対
す
る
も
の
）
（
第
百
四
十
六
条
の
三
関

第
九
号
表
の
二

属
具
表
（
非
自
航
船
に
対
す
る
も
の
）
（
第
百
四
十
六
条
の
三
関

係
）

係
）

属
具
名
称

数
量

摘
要

属
具
名
称

数
量

摘
要

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



国
際
信
号
旗

一
組
（
総
ト
ン
数

一

（
略
）

国
際
信
号
旗

一
組
（
総
ト
ン
数

一

（
略
）

一
〇
〇
ト
ン
未
満

二

沿
海
区
域
若
し
く
は
平
水
区
域
を
航

一
〇
〇
ト
ン
未
満

二

沿
海
区
域
若
し
く
は
平
水
区
域
を
航

の
漁
船
、
第
一
種

行
区
域
と
す
る
船
舶
又
は
人
員
を
と
う

の
船
舶
及
び
沿
海

行
区
域
と
す
る
船
舶
又
は
人
員
を
と
う

漁
船
並
び
に
長
さ

載
し
な
い
船
舶
で
あ
つ
て
、
海
上
交
通

区
域
を
航
行
区
域

載
し
な
い
船
舶
で
あ
つ
て
、
海
上
交
通

二
五
メ
ー
ト
ル
未

安
全
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
信
号
に

と
す
る
船
舶
に
あ

安
全
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
信
号
に

満
の
第
二
種
漁
船

よ
る
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

つ
て
は
、
Ｎ
Ｃ
二

よ
り
行
先
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

及
び
第
三
種
漁
船

と
と
さ
れ
る
海
域
を
航
行
す
る
も
の
（

旗
）

い
こ
と
と
さ
れ
る
海
域
を
航
行
す
る
も

に
あ
つ
て
は
、
Ｎ

総
ト
ン
数
一
〇
〇
ト
ン
以
上
で
あ
つ
て

の
（
総
ト
ン
数
一
〇
〇
ト
ン
以
上
で
あ

Ｃ
二
旗
）

汽
笛
を
備
え
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

つ
て
汽
笛
を
備
え
て
い
る
も
の
に
限
る

に
は
、
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
第

。
）
に
は
、
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
海
域

則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
海
域
に

に
お
い
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

お
い
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

こ
と
と
さ
れ
る
国
際
信
号
旗
（
沿
海
区

と
と
さ
れ
る
国
際
信
号
旗
（
沿
海
区
域

域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
で
あ
つ
て

を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
人

人
員
を
と
う
載
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

員
を
と
う
載
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
Ｎ

Ｎ
旗
及
び
Ｃ
旗
を
除
く
。
）
を
備
え
る

旗
及
び
Ｃ
旗
を
除
く
。
）
を
備
え
る
こ

こ
と
。

と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）



○
港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
確
認
対
象
施
設
）

（
確
認
対
象
施
設
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

危
険
物
積
載
船
（
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号

ロ

危
険
物
積
載
船
（
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号

）
第
二
十
二
条
第
三
号
の
危
険
物
積
載
船
を
い
う
。
）
、
旅
客
船
（
十
三
人

）
第
二
十
二
条
第
二
号
の
危
険
物
積
載
船
を
い
う
。
）
、
旅
客
船
（
十
三
人

以
上
の
旅
客
定
員
を
有
す
る
船
舶
を
い
う
。
）
又
は
自
動
車
航
送
船
を
係
留

以
上
の
旅
客
定
員
を
有
す
る
船
舶
を
い
う
。
）
又
は
自
動
車
航
送
船
を
係
留

す
る
た
め
の
係
留
施
設
（
貨
物
の
積
込
み
若
し
く
は
取
卸
し
を
す
る
こ
と
が

す
る
た
め
の
係
留
施
設
（
貨
物
の
積
込
み
若
し
く
は
取
卸
し
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
又
は
人
が
乗
船
し
、
若
し
く
は
下
船
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
き
る
も
の
又
は
人
が
乗
船
し
、
若
し
く
は
下
船
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）



○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
船
舶
の
標
識
）

（
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
船
舶
の
標
識
）

第
五
条
の
七

湖
川
港
内
に
お
い
て
航
行
し
、
又
は
停
泊
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
貨

第
五
条
の
七

湖
川
港
内
に
お
い
て
航
行
し
、
又
は
停
泊
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
貨

物
と
し
て
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
引
火
性
液
体
類
、
有
機
過
酸
化
物
、
毒
物
又
は

物
と
し
て
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
引
火
性
液
体
類
、
有
機
過
酸
化
物
、
毒
物
又
は

放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
も
の
は
、
昼
間
は
赤
旗
を
夜
間
は
赤
灯
を
、
マ

放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
も
の
は
、
昼
間
は
赤
旗
を
夜
間
は
赤
灯
を
、
マ

ス
ト
そ
の
他
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
海
上
交

ス
ト
そ
の
他
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
海
上
交

通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る

通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る

危
険
物
積
載
船
が
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九

危
険
物
積
載
船
が
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九

号
）
第
二
十
二
条
の
表
危
険
物
積
載
船
の
項
に
掲
げ
る
標
識
又
は
灯
火
を
掲
げ
て

号
）
第
二
十
二
条
の
表
危
険
物
積
載
船
の
項
に
掲
げ
る
標
識
又
は
灯
火
を
掲
げ
て

い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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